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１
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（
２
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友
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（
３
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（
４
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領
土
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の
役
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五　

結
び

一　

は
じ
め
に

　

１　

領
土
保
全
原
則
と
自
決
権

　

現
在
の
国
際
法
で
、
領
土
保
全
原
則
ほ
ど
強
固
に
確
立
し
た
原
則
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
わ
れ
る）

1
（

。
領
土
保
全
原
則
は
外
部
か
ら
の
国
家

領
土
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
圧
力
に
対
抗
し
て
、
当
該
国
家
の
領
土
的
現
状
を
維
持
す
る
概
念
と
し
て
確
立
し
た
。
他
方
、
領
土
保
全
原
則

は
分
離
権
を
否
定
す
る
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
。
分
離
（secession

）
と
は
主
権
国
家
に
居
住
す
る
一
部
の
集
団
が
そ
の
意
思
に
基
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づ
い
て
所
属
国
家
か
ら
離
脱
し
、
居
住
領
域
に
新
た
な
国
家
を
創
設
す
る
、
ま
た
は
他
の
独
立
国
と
統
合
ま
た
は
連
合
す
る
プ
ロ
セ
ス
、
言

い
換
え
れ
ば
住
民
の
意
思
の
基
づ
く
居
住
領
域
の
領
土
主
権
を
変
更
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
国
家
内
部
か
ら
領
土
的
現
状
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
圧
力
を
意
味
す
る
。
所
属
国
家
か
ら
の
分
離
を
主
張
す
る
集
団
は
、
分
離
の
法
的
根
拠
と
し
て
人
民
の
自
決
権
を
援
用
す
る
。
自
決

権
は
今
日
で
は
多
様
な
意
味
を
持
つ
権
利
と
し
て
主
張
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
意
味
で
の
自
決
権
を
分
離
権
と
呼
ぶ
。

　

自
決
権
は
国
際
社
会
の
実
行
を
通
じ
て
、
植
民
地
人
民
が
そ
の
従
属
的
地
位
か
ら
離
脱
す
る
た
め
の
﹁
人
民
﹂
の
権
利
と
し
て
国
際
法
上

確
立
し
た
。
し
か
し
独
立
国
家
内
部
の
集
団
が
そ
の
所
属
国
家
か
ら
分
離
す
る
た
め
の
法
的
根
拠
と
し
て
援
用
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
領
土

保
全
を
侵
害
す
る
の
で
認
め
ら
れ
な
い
と
主
張
さ
れ
た
。
た
だ
し
自
決
権
が
領
土
保
全
原
則
と
関
連
付
け
て
初
め
て
規
定
さ
れ
た
植
民
地
独

立
付
与
宣
言
（
一
九
六
〇
年
）
に
お
い
て
は
、
領
土
保
全
原
則
は
植
民
地
お
よ
び
主
権
国
家
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
侵
害
行
為
に
対
抗
す
る

概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
国
家
の
内
部
か
ら
集
団
が
行
使
す
る
分
離
権
に
対
抗
す
る
概
念
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
集
団
に

よ
る
所
属
国
家
か
ら
の
分
離
は
国
家
の
領
土
保
全
を
侵
害
す
る
、す
な
わ
ち
領
土
保
全
原
則
を
分
離
権
に
対
抗
す
る
概
念
と
み
な
す
解
釈
は
、

同
宣
言
採
択
時
点
で
把
握
さ
れ
て
い
た
領
土
保
全
の
意
味
を
超
え
て
、
そ
の
後
諸
国
家
が
主
張
し
て
き
た
も
の
で
あ
る）

2
（

。

　

２　

コ
ソ
ボ
事
件
勧
告
的
意
見
に
お
け
る
領
土
保
全
原
則

　

領
土
保
全
原
則
を
分
離
権
に
対
抗
す
る
概
念
と
み
な
す
解
釈
は
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
の
合
法
性
事
件
（
以
下
、
コ
ソ
ボ
事
件
）
に
関
す
る
国

際
司
法
裁
判
所
勧
告
的
意
見
手
続
き
に
お
い
て
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国
が
強
調
し
、
主
権
国
家
に
所
属
す
る
集
団
に
よ
る
分
離
は
所
属
国
家
の

領
土
保
全
原
則
を
侵
害
し
、
国
際
法
違
反
で
あ
る
と
主
張
し
た）

3
（

。
他
方
、
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
同
原
則
は
分
離
集
団
の
よ
う
な
非
国
家
集
団

に
は
適
用
さ
れ
ず
、
分
離
の
対
抗
概
念
で
は
な
い
と
主
張
し
て
対
立
し
た
。
コ
ソ
ボ
が
主
張
す
る
領
土
保
全
原
則
の
解
釈
は
、
植
民
地
独
立

付
与
宣
言
採
択
の
際
、
諸
国
家
が
意
図
し
て
い
た
意
味
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
勧
告
的
意
見
は
、
国
連
憲
章
二
条
四
項
、
友
好
関
係
原

七
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則
宣
言
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全
保
障
お
よ
び
協
力
に
関
す
る
会
議
（
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）
最
終
決
定
書
（
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
）
の
規
定
を
考
慮

す
れ
ば
、
領
土
保
全
原
則
の
範
囲
は
国
家
間
関
係
の
分
野
に
限
定
さ
れ
る
と
し）

4
（

、
分
離
集
団
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た
。
こ
の
判
断

か
ら
、
勧
告
的
意
見
は
領
土
保
全
原
則
を
分
離
の
対
抗
概
念
で
は
な
い
と
解
釈
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
領
土
保
全
原
則
に
関
し
て

は
そ
れ
以
上
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
領
土
保
全
原
則
の
意
味
に
関
し
て
も
明
ら
か
に
は
示
し
て
い
な
い
。

　

領
土
保
全
原
則
の
意
味
お
よ
び
適
用
範
囲
に
関
し
て
、
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
（J.C

raw
ford

）
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
分
離
事
件
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
連

邦
政
府
報
告
書
に
お
い
て
、
自
決
権
を
規
定
す
る
す
べ
て
の
文
書
は
同
時
に
領
域
国
の
領
土
保
全
尊
重
に
関
す
る
留
保
条
項
を
必
ず
伴
っ
て

い
る
こ
と
、
ま
た
領
土
保
全
は
そ
の
効
果
を
受
け
る
国
家
の
利
益
を
絶
対
的
に
保
障
す
る
原
則
で
あ
り
、
そ
れ
が
国
家
内
部
か
ら
の
挑
戦
で

あ
ろ
う
と
、
外
部
か
ら
の
挑
戦
で
あ
ろ
う
と
、
領
土
保
全
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
行
為
に
も
対
抗
す
る
原
則
で
あ
る
こ
と
は
、
国

家
実
行
か
ら
も
証
明
さ
れ
る
と
す
る
見
解）

5
（

を
示
し
て
い
た）

6
（

。
同
様
に
ク
リ
ス
タ
キ
ス
（T. C

hristakis

）
も
、
国
際
機
構
お
よ
び
諸
国
家
の

実
行
に
基
づ
き
、
国
家
内
部
の
集
団
に
よ
る
分
離
圧
力
に
対
し
て
国
家
の
領
土
的
現
状
を
維
持
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
証

し
て
い
る）

7
（

。
コ
ソ
ボ
事
件
に
関
す
る
コ
ロ
マ
裁
判
官
反
対
意
見
も
、
領
土
保
全
原
則
に
つ
い
て
同
様
に
解
釈
す
る
立
場
か
ら
多
数
意
見
を
批

判
し
て
い
る）

8
（

。

　

ま
た
領
土
保
全
原
則
は
分
離
集
団
の
よ
う
な
非
国
家
集
団
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
勧
告
的
意
見
の
判
断
に
関
し
て
も
、
学
説
に
お
い

て
批
判
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
友
好
関
係
原
則
宣
言
（
一
九
七
〇
年
国
連
総
会
決
議
二
六
二
五
（
Ｘ
Ｘ
Ｖ
））
自
決
原
則
に
基
づ
く
も
の

で
あ
り
、
同
宣
言
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
す
れ
ば
、
非
国
家
ア
ク
タ
ー
に
国
際
法
人
格
を
付
与
し
て
お
り
、
領
土
保
全
は
国
内
次
元
で
も
非

国
家
実
体
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
領
土
保
全
が
分
離
集
団
に
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
解
釈
は
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
存
在
意
義
を
無
視
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る）

9
（

。
も
う
一
つ
は
、
諸
国
家
の
実
行
と
い
う
視
点
か
ら
で
あ
り
、
ク
リ
ス
タ
キ
ス
は
国
際
社
会
の
﹁
最
近
の
実
行
と
異
な

る
﹂）
₁₀
（

と
明
言
す
る
。

七
一
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３　

問
題
の
所
在

　

勧
告
的
意
見
は
前
述
の
領
土
保
全
原
則
の
解
釈
に
関
し
て
論
証
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
論
争
の
あ
る
領
土
保
全
の
意
味
に
つ
い
て
、

裁
判
所
は
諸
国
家
お
よ
び
国
際
機
構
の
実
行
に
も
ま
た
コ
ソ
ボ
事
件
手
続
過
程
で
の
諸
国
家
の
議
論
に
も
言
及
せ
ず
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
結

論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
疑
問
が
残
る
。

　

勧
告
的
意
見
で
触
れ
た
領
土
保
全
に
関
連
す
る
安
保
理
決
議
は
、
独
立
宣
言
の
過
程
で
強
行
規
範
（ju

s cogen
s

）
違
反
を
伴
う
と
さ

れ
た
南
ロ
ー
デ
シ
ア
、
北
キ
プ
ロ
ス
お
よ
び
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
に
関
す
る
決
議
だ
け
で
あ
る
が
、
以
上
の
う
ち
分
離
問
題
が
関
連
す
る
の

は
、
北
キ
プ
ロ
ス）
₁₁
（

お
よ
び
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
二
例
と
も
第
三
国
に
よ
る
分
離
へ
の
介
入
が
領
土
保
全
侵
害
行
為
と
み

な
さ
れ
た
。
地
域
的
国
際
機
構
を
含
む
諸
機
構
に
お
け
る
分
離
問
題
に
関
す
る
決
議
で
領
土
保
全
原
則
に
言
及
す
る
も
の
は
本
勧
告
的
意
見

で
言
及
し
た
事
例
以
外
に
も
存
在
す
る
。

　

自
決
権
を
規
定
す
る
ほ
と
ん
ど
の
条
約
お
よ
び
国
際
文
書
は
同
時
に
領
土
保
全
原
則
規
定
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
領
土
保

全
原
則
が
非
国
家
主
体
に
適
用
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ
る
総
会
決
議）
₁₂
（

、
条
約）
₁₃
（

お
よ
び
地
域
的
文
書）
₁₄
（

も
存
在
す
る
。
コ
ソ
ボ
事
件
勧
告
的
意
見
に

よ
れ
ば
領
土
保
全
原
則
は
非
国
家
主
体
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
領
土
保
全
原
則
が
必
ず
自
決
権
規
定
と
並
置

さ
れ
た
目
的
は
何
か
、
領
土
保
全
原
則
は
ど
の
よ
う
な
意
味
ま
た
は
役
割
が
期
待
さ
れ
て
き
た
の
か
。
本
稿
で
は
自
決
権
と
の
関
係
に
お
け

る
領
土
保
全
原
則
の
意
味
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
国
家
実
行
お
よ
び
条
約
、
国
際
文
書
を
手
が
か
り
に
探
り
た
い
。

　

以
下
二
で
は
、
主
権
国
家
に
属
す
る
集
団
の
分
離
を
め
ぐ
る
紛
争
の
中
で
、
一
九
九
〇
年
代
に
発
生
し
、
他
国
の
明
確
か
つ
直
接
的
介
入

が
な
い
事
例
と
し
て
、
ザ
イ
ー
ル
（
現
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
）、
コ
モ
ロ
、
お
よ
び
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
を
取
り
上
げ
、
国
際
機

構
ま
た
は
地
域
的
国
際
機
構
が
領
土
保
全
原
則
の
意
味
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
次
に
三
で
は
、
コ
ソ
ボ
に
お

け
る
国
連
暫
定
統
治
を
決
定
し
た
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
関
し
、
コ
ソ
ボ
事
件
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
、
そ
し
て
同
決
議
の
採

七
一
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択
を
め
ぐ
る
安
保
理
審
議
に
お
い
て
領
土
保
全
原
則
の
意
味
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
コ
ソ
ボ
事
件
勧
告
的
意
見
が

付
与
さ
れ
た
の
を
受
け
て
国
連
で
の
諸
国
家
の
対
応
の
中
で
領
土
保
全
原
則
の
意
味
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

そ
し
て
四
で
は
、
領
土
保
全
原
則
の
意
味
に
関
し
て
、
国
際
連
盟
時
代
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ン
ド
諸
島
事
件
報
告
書
、
自
決
権
と
関
係
づ
け
て

領
土
保
全
原
則
を
規
定
す
る
代
表
的
国
際
文
書
で
あ
る
友
好
関
係
原
則
宣
言
、
分
離
の
事
例
の
一
つ
で
あ
る
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
関
す
る
法

律
家
委
員
会
の
見
解
、
そ
し
て
ケ
ベ
ッ
ク
事
件
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
諮
問
意
見
を
手
が
か
り
に
、
領
土
保
全
原
則
の
意
味
が
ど
の

よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

二　

分
離
の
事
例
に
お
け
る
領
土
保
全

　

１　

ザ
イ
ー
ル 

　

コ
ン
ゴ
共
和
国
（R

epublic of the C
ongo

）
の
独
立
宣
言
（
一
九
六
〇
年
）
か
ら
二
週
間
後
に
発
生
し
た
カ
タ
ン
ガ
州
（K

atanga 

P
rovince

）
の
分
離
独
立
紛
争
の
場
合
は
、
カ
タ
ン
ガ
の
分
離
独
立
に
旧
植
民
地
施
政
国
ベ
ル
ギ
ー
が
軍
事
介
入
し
た
。
こ
の
ベ
ル
ギ
ー
の

介
入
に
関
し
て
安
保
理
は
領
土
保
全
侵
害
行
為
と
み
な
し
た
。
安
保
理
は
同
軍
隊
の
同
領
域
か
ら
の
撤
退
を
要
請
し
（
安
保
理
決
議
一
四
三

（
一
九
六
〇
）
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
）、
コ
ン
ゴ
政
府
の
権
限
行
使
を
妨
害
す
る
（im

pede

）
い
か
な
る
行
為
も
、
ま
た
コ
ン
ゴ
共
和
国
の
領

土
保
全
お
よ
び
政
治
的
独
立
を
侵
害
す
る
い
か
な
る
行
為
も
差
し
控
え
る
よ
う
要
請
し
（
安
保
理
決
議
一
四
五
（
一
九
六
〇
）
第
二
パ
ラ
グ

ラ
フ
）、
安
保
理
決
議
一
四
三
に
も
と
づ
き
、
国
連
コ
ン
ゴ
活
動
（O

pération des N
ations U

nies au C
ongo /

Ｏ
Ｎ
Ｕ
Ｃ
）
を
派
遣
し
、

ま
た
カ
タ
ン
ガ
に
対
す
る
経
済
封
鎖
を
実
施
し
て
コ
ン
ゴ
の
領
土
的
現
状
を
保
護
し
た）
₁₅
（

。
そ
の
後
一
九
六
五
年
か
ら
三
二
年
間
続
い
た
モ
ブ

ツ
政
権
の
下
で
、
一
九
七
一
年
に
国
名
を
ザ
イ
ー
ル
共
和
国
（R

epublic of Z
aire

）
と
改
称
（
一
九
九
七
年
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国

七
一
六
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D
em

ocratic R
epublic of the C

ongo /

Ｄ
Ｒ
Ｃ
に
改
称
）
し
た
が
、
ザ
イ
ー
ル
国
内
の
民
族
間
、
地
域
間
で
の
紛
争
が
多
発
し
、
国
民

的
一
体
性
は
形
成
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

　

一
九
九
一
年
、
連
立
政
権
が
成
立
し
た
が
ザ
イ
ー
ル
国
内
の
政
情
は
不
安
定
で
あ
っ
た
。
翌
一
九
九
二
年
、
カ
タ
ン
ガ
州
の
唯
一
の
代
表

政
党
、
カ
タ
ン
ガ
人
民
会
議
（K

atangese P
eoples’ C

ongress

）
議
長
は
人
お
よ
び
人
民
の
権
利
ア
フ
リ
カ
委
員
会
（A

frican 

C
om

m
ission on H

um
an and P

eoples’ R
ights

）
に
、
カ
タ
ン
ガ
の
独
立
達
成
を
支
持
す
る
権
利
を
有
す
る
解
放
運
動
と
し
て
カ
タ
ン

ガ
人
民
会
議
を
承
認
す
る
こ
と
、
お
よ
び
ザ
イ
ー
ル
の
カ
タ
ン
ガ
か
ら
の
撤
退
の
保
障
を
支
援
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
同
要
請
を
受
け
て

同
委
員
会
は
一
九
九
五
年
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、﹁
人
お
よ
び
人
民
の
権
利
に
関
す
る
ア
フ
リ
カ
憲
章
の
も
と
で
は
カ
タ
ン
ガ
独

立
は
請
求
す
る
に
値
し
な
い
﹂
と
判
断
し
た
。

　
（
同
集
団
の
）
自
決
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
以
外
に
は
、
具
体
的
に
人
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
す
る
申
し
立
て
は
な
い

（
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
）。

　

自
決
権
の
主
体
で
あ
る
人
民
の
定
義
お
よ
び
そ
の
内
容
に
関
し
て
は
論
争
が
あ
る
。
本
件
で
の
問
題
は
、
人
民
と
さ
れ
る
の
が
、

す
べ
て
の
ザ
イ
ー
ル
人
で
は
な
く
、
特
別
に
カ
タ
ン
ガ
人
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
タ
ン
ガ
人
が
単
一
ま
た
は
複
数
の
民
族

集
団
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
本
件
の
目
的
に
と
っ
て
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
そ
の
趣
旨
で
の
証
拠
は
提
出
さ
れ

て
い
な
い
（
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
）。

　

自
決
は
、
独
立
、
自
治
、
地
方
行
政
、
連
邦
制
、
国
家
連
合
、
中
央
集
権
制
（unitarism

）
そ
の
他
、
人
民
の
希
望
に
合
致
す
る

関
係
の
形
態
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
の
よ
う
な
他
の
承
認
さ
れ
た
原
則
と
完
全
に
合
致
す
る
方
法
で
行
使
さ

れ
る
も
の
と
信
ず
る
（
第
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
）。

　

本
委
員
会
は
Ｏ
Ａ
Ｕ
加
盟
国
で
あ
り
ア
フ
リ
カ
人
権
憲
章
の
締
約
国
で
あ
る
ザ
イ
ー
ル
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
を
支
持
す
る
義

七
一
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務
が
あ
る
（
第
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
）。

　

ザ
イ
ー
ル
の
領
土
保
全
に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
人
権
侵
害
の
具
体
的
証
拠
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
お

よ
び
カ
タ
ン
ガ
人
民
に
関
し
て
一
三
条
一
項
に
保
障
さ
れ
て
い
る
政
府
へ
の
参
加
権
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
証
拠
も
存
在
し
な

い
こ
と
か
ら
、
委
員
会
は
、
多
様
な
自
決
の
態
様
が
あ
る
中
で
、
ザ
イ
ー
ル
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
と
相
容
れ
る
態
様
を
行
使
す

べ
き
と
い
う
見
解
に
至
っ
た
。

　

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
委
員
会
は
ア
フ
リ
カ
憲
章
に
お
け
る
権
利
侵
害
の
証
拠
は
な
い
と
宣
言
す
る）
₁₆
（

。 

　

同
委
員
会
意
見
を
見
る
限
り
、
他
国
の
関
与
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
本
件
の
よ
う
に
他
国
の
関
与
の
な
い
、
カ
タ
ン
ガ
住
民

自
身
の
意
思
に
基
づ
く
分
離
の
場
合
に
も
、
同
委
員
会
は
ザ
イ
ー
ル
の
領
土
保
全
の
支
持
を
表
明
し
、
カ
タ
ン
ガ
の
ザ
イ
ー
ル
か
ら
分
離
独

立
す
る
権
利
は
否
定
し
た
。
同
委
員
会
は
ザ
イ
ー
ル
の
領
土
的
現
状
を
維
持
し
な
が
ら
、
カ
タ
ン
ガ
人
民
の
自
決
権
は
、
い
わ
ゆ
る
内
的
自

決
と
い
う
態
様
の
自
決
権
と
し
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
だ
と
判
断
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
安
保
理
決
議
一
七
五
六
（
二
〇
〇
七
）、
一

七
七
一
（
二
〇
〇
七
）、
一
八
〇
四
（
二
〇
〇
八
）、
お
よ
び
国
連
総
会
決
議
六
〇
／
一
七
〇
（
二
〇
〇
五
年
）
は
い
ず
れ
も
﹁
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
主

権
、
統
一
お
よ
び
領
土
保
全
尊
重
を
再
確
認
﹂
し
て
い
る
。

　

な
お
、
本
件
で
同
委
員
会
は
、
カ
タ
ン
ガ
住
民
に
対
す
る
ザ
イ
ー
ル
政
府
に
よ
る
人
権
侵
害
の
証
拠
は
な
い
と
認
め
、
そ
の
よ
う
な
場
合

に
は
カ
タ
ン
ガ
住
民
の
自
決
権
は
内
的
自
決
の
態
様
で
行
使
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
同
事
例
に
関
し
て
は
、
コ
ソ
ボ
事
件
勧
告
的
意
見

に
お
け
る
ユ
ス
フ
裁
判
官
個
別
意
見
が
﹁
人
お
よ
び
人
民
の
権
利
ア
フ
リ
カ
委
員
会
は
カ
タ
ン
ガ
人
民
の
人
権
が
ザ
イ
ー
ル
政
府
に
よ
っ
て

深
刻
に
侵
害
さ
れ
、
政
府
へ
の
参
加
権
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
な
い
限
り
、
内
的
に
自
決
権
を
行
使
す
べ
き
と
考
え
た
﹂）
₁₇
（

と

述
べ
て
、
ザ
イ
ー
ル
政
府
に
よ
る
カ
タ
ン
ガ
住
民
に
対
す
る
重
大
か
つ
深
刻
な
人
権
侵
害
が
あ
る
場
合
に
は
、
ザ
イ
ー
ル
の
領
土
保
全
は
保

護
さ
れ
ず
、
カ
タ
ン
ガ
住
民
の
分
離
権
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

七
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２　

コ
モ
ロ

　

コ
モ
ロ
（U

nion of the C
om

oros /

コ
モ
ロ
連
合
）
は
グ
ラ
ン
ド
・
コ
モ
ロ
島
、
ア
ン
ジ
ュ
ア
ン
島
、
モ
ヘ
リ
島
お
よ
び
マ
イ
ヨ
ッ
ト

島
で
構
成
さ
れ
（
総
面
積
二
〇
三
三
平
方
キ
ロ
、
仏
領
マ
イ
ヨ
ッ
ト
島
を
除
く
と
一
八
六
二
平
方
キ
ロ
）、
フ
ラ
ン
ス
の
自
治
領
の
地
位
に

あ
っ
た
が
、
一
九
七
五
年
、
住
民
投
票
に
よ
り
マ
イ
ヨ
ッ
ト
島
を
除
く
三
島
は
多
数
票
が
独
立
を
選
択
し
、
コ
モ
ロ
共
和
国
と
し
て
独
立
を

宣
言
し
、
マ
イ
ヨ
ッ
ト
島
は
フ
ラ
ン
ス
統
治
下
に
留
ま
る
こ
と
を
選
択
し
た）
₁₈
（

。
コ
モ
ロ
共
和
国
の
国
名
は
一
九
七
八
年
に
コ
モ
ロ
・
イ
ス
ラ

ム
連
邦
共
和
国
、
二
〇
〇
一
年
に
コ
モ
ロ
連
合
と
な
る
が
、
コ
モ
ロ
は
一
貫
し
て
マ
イ
ヨ
ッ
ト
島
を
含
む
四
島
全
体
を
自
国
領
土
と
し
て
主

張
し
て
い
る
。
た
だ
し
コ
モ
ロ
で
は
独
立
以
降
も
四
島
の
住
民
の
間
に
は
政
治
的
一
体
性
は
形
成
さ
れ
て
い
な
い）
₁₉
（

。

　

一
九
九
七
年
八
月
一
三
日
、
ア
ン
ジ
ュ
ア
ン
島
お
よ
び
モ
ヘ
リ
島
は
、
そ
れ
ぞ
れ
フ
ラ
ン
ス
へ
の
統
合
（
後
に
は
独
立
）
を
宣
言
し
た
が
、

グ
ラ
ン
ド
・
コ
モ
ロ
島
の
コ
モ
ロ
政
府
は
そ
れ
ら
の
分
離
を
拒
否
し
、
分
離
運
動
鎮
圧
の
た
め
に
コ
モ
ロ
政
府
軍
が
ア
ン
ジ
ュ
ア
ン
島
に
動

員
さ
れ
、
武
力
衝
突
が
発
生
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
自
国
へ
の
二
島
の
帰
属
要
求
を
拒
否
し
、
同
分
離
問
題
に
関
し
て
は
Ｏ
Ａ
Ｕ
で
の
調
停

を
通
じ
た
解
決
を
主
張
し
て
自
国
は
関
与
し
な
い
姿
勢
を
示
し
た）
₂₀
（

。
同
分
離
問
題
に
関
し
、
Ｏ
Ａ
Ｕ
お
よ
び
国
際
社
会
は
そ
れ
ら
の
実
体
の

独
立
を
承
認
せ
ず
、
コ
モ
ロ
の
分
離
問
題
に
対
し
て
は
、
Ｏ
Ａ
Ｕ
の
基
本
原
則
で
あ
る
国
家
の
統
一
お
よ
び
領
土
保
全
尊
重
の
た
め
、
あ
ら

ゆ
る
こ
と
を
す
る
と
宣
言
し）
₂₁
（

、
コ
モ
ロ
監
視
団
（O

bserver M
ission in the C

om
oros /

Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
）
を
派
遣
し
、
ア
ン
ジ
ュ
ア
ン
島
に

対
す
る
経
済
封
鎖
を
実
施
す
る）
₂₂
（

一
方
で
、
一
二
月
一
〇
日
│
一
三
日
、
再
統
一
に
向
け
て
当
事
者
間
の
調
停
を
試
み
た）
₂₃
（

。

　

一
九
九
九
年
四
月
、
当
事
者
間
協
議
に
お
い
て
、
ア
ン
タ
ナ
ナ
リ
ボ
協
定
（A

ntananarivo A
greem

ent

）
案
が
提
示
さ
れ
、
コ
モ
ロ

領
土
を
構
成
す
る
各
島
の
自
治
は
拡
大
す
る
が
、
コ
モ
ロ
は
統
一
国
家
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
を
骨
子
と
し
、
コ
モ
ロ
は
連
邦
国
家
体
制
と

な
り
、
各
島
ご
と
に
大
統
領
、
議
会
お
よ
び
地
方
政
府
を
置
き
、
連
邦
政
府
の
大
統
領
は
四
年
ご
と
の
輪
番
制
と
す
る
こ
と
等
が
提
案
さ
れ

た
が
、
ア
ン
ジ
ュ
ア
ン
島
が
各
島
の
自
治
は
コ
モ
ロ
の
領
土
保
全
を
危
険
に
さ
ら
す
と
し
て
同
案
に
反
対
し
た
た
め
合
意
は
見
送
ら
れ
た）
₂₄
（

。

七
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二
〇
〇
〇
年
四
月
、
ア
ン
ジ
ュ
ア
ン
島
が
、
同
島
の
独
立
も
フ
ラ
ン
ス
へ
の
統
合
も
回
避
す
る
こ
と
で
基
本
的
に
合
意
し
た
こ
と
か
ら
、

二
〇
〇
一
年
二
月
一
七
日
、
反
対
政
党
を
含
む
す
べ
て
の
紛
争
当
事
者
に
よ
り
、
和
解
に
関
す
る
Ｏ
Ａ
Ｕ
（
ア
フ
リ
カ
統
一
機
構
）
枠
組
協

定
（F

om
boni A

ll-P
arty F

ram
ew

ork A
greem

ent /

フ
ォ
ン
ボ
ニ
協
定
）
が
署
名
さ
れ
、
同
協
定
に
お
い
て
ア
ン
タ
ナ
ナ
リ
ボ
協
定
案

に
含
ま
れ
て
い
た
原
則
が
ほ
ぼ
全
て
確
認
さ
れ
た
。
フ
ォ
ン
ボ
ニ
協
定
に
よ
り
、
コ
モ
ロ
は
連
邦
国
家
体
制
の
も
と
で
統
一
と
領
土
保
全
と

を
主
要
目
的
と
す
る
こ
と
で
合
意
さ
れ）
₂₅
（

、
同
目
的
は
コ
モ
ロ
連
合
憲
法
（
二
〇
〇
一
年
憲
法
）
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
。

　

コ
モ
ロ
に
お
け
る
一
連
の
分
離
の
主
張
に
関
し
て
、
旧
植
民
地
施
政
国
の
フ
ラ
ン
ス
を
含
め
て
他
国
は
分
離
を
支
援
す
る
干
渉
を
否
定
し

て
お
り
、
従
っ
て
分
離
は
ア
ン
ジ
ュ
ア
ン
お
よ
び
モ
ヘ
リ
住
民
の
意
思
に
基
づ
く
行
為
と
み
る
こ
と
が
で
き
る）
₂₆
（

。
本
件
の
紛
争
解
決
に
尽
力

し
た
Ｏ
Ａ
Ｕ
／
Ａ
Ｕ
の
諸
機
関
は
、
ア
ン
ジ
ュ
ア
ン
島
お
よ
び
モ
ヘ
リ
島
の
分
離
の
動
き
を
一
貫
し
て
コ
モ
ロ
に
対
す
る
領
土
保
全
侵
害
行

為
と
み
な
し
て
非
難
し）
₂₇
（

、
コ
モ
ロ
諸
島
の
再
統
一
お
よ
び
連
合
体
制
の
も
と
で
の
統
治
を
支
持
し
た）
₂₈
（

。

　

３　

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ

　

ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
の
独
立
問
題
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
（
旧
ユ
ー
ゴ
）
の
連
邦
解
体
に
起
因
す
る
。
同
連
邦
解
体

以
前
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
人
口
は
約
四
三
〇
万
人
で
、
そ
の
民
族
構
成
は
ム
ス
リ
ム
四
四
％
、
セ
ル
ビ
ア
民
族
三
三
％
、
ク

ロ
ア
チ
ア
民
族
一
七
％
で
あ
っ
た
。
一
九
九
二
年
二
月
二
九
日
か
ら
三
月
二
日
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
で
は
連
邦
か
ら
の
独
立
を

問
う
住
民
投
票
を
実
施
し
、
セ
ル
ビ
ア
民
族
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
が
、
独
立
賛
成
票
多
数
の
結
果
を
受
け
て
三
月
、
独
立
を
宣
言
し
、
四
月

六
日
、
欧
州
連
合
は
正
式
に
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
独
立
を
承
認
し
た
。
他
方
、
旧
ユ
ー
ゴ
か
ら
の
分
離
独
立
を
め
ぐ
り
、
ボ
ス

ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
内
の
三
民
族
間
で
の
主
張
の
対
立
か
ら
大
規
模
な
武
力
紛
争
に
発
展
す
る
中
で
、
四
月
七
日
、
同
領
域
内
の
セ
ル

ビ
ア
民
族
集
団
が
独
立
を
宣
言
し
、
そ
の
後
、
国
名
を
﹁
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
（R

epublika Srpska /

セ
ル
ビ
ア
人
共
和
国
）﹂
と
主
張

七
二
〇
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し
た
。
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
独
立
宣
言
を
受
け
て
、
安
保
理
は
一
九
九
二
年
一
一
月
一
六
日
、﹁
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
共
和
国
の

領
土
保
全
の
厳
格
な
尊
重
を
、
す
べ
て
の
当
事
者
お
よ
び
そ
の
他
の
関
係
者
に
要
請
し
、
こ
れ
に
反
し
て
一
方
的
に
宣
言
さ
れ
た
実
体
も
ま

た
強
制
さ
れ
た
取
極
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
強
く
再
確
認
﹂（para.3

）
す
る
安
保
理
決
議
七
八
七）
₂₉
（

を
採
択
し
た
。

　

同
決
議
に
関
し
、
セ
ル
ビ
ア
は
コ
ソ
ボ
事
件
勧
告
的
意
見
手
続
き
で
提
出
し
た
陳
述
書
に
お
い
て
、
同
決
議
に
お
け
る
﹁
す
べ
て
の
当
事

者
﹂
と
は
、
明
ら
か
に
国
内
の
非
国
家
集
団
を
含
み
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
領
土
内
部
に
居
住
す
る
セ
ル
ビ
ア
民
族
に
よ
る
分
離

独
立
行
為
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
対
す
る
領
土
保
全
侵
害
行
為
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
領
土
保
全
原
則
が
非
国

家
主
体
に
適
用
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
セ
ル
ビ
ア
の
弁
護
人
お
よ
び
補
佐
人
の
立
場
か
ら
シ
ョ
ウ
（M

.N
.Shaw

）
も
同
様
に
、

安
保
理
決
議
七
八
七
に
関
し
て
、
主
権
国
家
内
部
の
非
国
家
実
体
に
対
し
て
領
土
保
全
原
則
が
直
接
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
国
際
社
会
が

承
認
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
す
例
と
捉
え
て
い
る）
₃₀
（

。
た
だ
し
実
際
に
安
保
理
決
議
七
八
七
採
択
を
め
ぐ
る
審
議
に
お
い
て
、
ス
ル
プ
ス
カ

共
和
国
の
独
立
宣
言
に
関
し
て
主
張
さ
れ
た
の
は
、
周
辺
国
に
よ
る
武
力
介
入
を
は
じ
め
と
す
る
関
与
を
領
土
保
全
原
則
違
反
と
し
て
非
難

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
民
族
浄
化
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
ま
た
は
人
権
侵
害
政
策
と
い
っ
た
国
際
法
違
反
に
よ
る
、
国
際
的
境
界
線
の
変
更
も
拒

否
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
独
立
宣
言
の
過
程
で
国
際
法
規
範
の
違
反
を
伴
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ら

は
勧
告
的
意
見
の
判
断
に
一
致
す
る）
₃₁
（

。

　

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
武
力
紛
争
は
一
九
九
五
年
、
デ
イ
ト
ン
合
意
（G

eneral F
ram

ew
ork A

greem
ent for 

P
eace in B

osnia and H
erzegovina

）
に
よ
り
一
先
ず
終
息
し
た
。
同
合
意
に
も
と
づ
き
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
は
ボ
シ
ュ
ニ

ャ
ク
（
ム
ス
リ
ム
）
お
よ
び
ク
ロ
ア
チ
ア
民
族
を
主
体
と
す
る
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
連
邦
と
、
セ
ル
ビ
ア
民
族
で
構
成
さ
れ
る
ス

ル
プ
ス
カ
共
和
国
と
い
う
二
つ
の
主
体
（entity

）
か
ら
成
る
国
家
と
な
っ
た
。
同
合
意
は
ボ
ス
ニ
ア
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
尊
重
を
規

定
し）
₃₂
（

、
上
級
代
表
（H

igh R
epresentative for B

osnia and H
erzegovin

）
を
和
平
合
意
民
生
部
門
履
行
の
最
高
責
任
者
と
し
た
。
と

七
二
一
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こ
ろ
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
構
成
主
体
と
さ
れ
た
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
か
ら
の
分
離
の

動
き
が
二
〇
〇
七
年
以
降
再
燃
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
分
離
を
め
ぐ
る
状
況
に
お
い
て
は
、
直
接
的
に
は
第
三
国
の
介
入
を
伴
っ
て
い
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
保
理
を
は
じ
め
と
す
る
国
連
機
関
は
、
以
下
の
よ
う
に
非
国
家
主
体
で
あ
る
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
に
よ
る
分
離

の
動
き
に
関
し
て
、
領
土
保
全
を
侵
害
す
る
と
し
て
非
難
し
て
い
る）
₃₃
（

。

　

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
、
上
級
代
表
報
告
書
に
よ
り
、
以
下
の
よ
う
に
安
保
理
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
。

　

ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
議
会
（N

ational A
ssem

bly

）
は
、
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
は
主
権
を
有
す
る
国
家
と
し
て
の
特
徴
を
有
し
、

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
か
ら
分
離
す
る
た
め
の
住
民
投
票
の
権
利
が
あ
る
と
再
度
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
ス
ル
プ
ス
カ
政

府
の
民
族
主
義
的
動
き
、
デ
イ
ト
ン
合
意
に
対
立
す
る
論
理
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
主
権
と
領
土
保
全
お
よ
び
憲
法

秩
序
の
み
な
ら
ず
上
級
代
表
の
権
限
に
挑
戦
す
る
も
の
で
あ
り
、
デ
イ
ト
ン
合
意
を
侵
害
し
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
領

土
保
全
に
異
議
を
唱
え
、
国
家
の
構
成
構
造
（constituent structure

）
の
一
方
的
変
更
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
非

難
す
る
。

　

六
月
二
四
│
二
五
日
、
平
和
履
行
評
議
会
運
営
委
員
会
（P

eace Im
plem

entation C
ouncil Steering B

oard

）
は
、
ス
ル
プ
ス
カ
共

和
国
の
分
離
の
動
き
を
﹁
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
主
権
、
領
土
保
全
お
よ
び
憲
法
秩
序
へ
の
挑
戦
﹂
と
し
て
深
刻
か
つ
重
大
な
懸

念
を
も
つ
と
表
明
し
た）
₃₄
（

。

　

こ
の
よ
う
な
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
に
よ
る
分
離
の
主
張
に
関
し
、
安
保
理
は
一
一
月
二
〇
日
、
安
保
理
決
議
一
八
四
五
（
二
〇
〇
八
）
を

採
択
し
、﹁
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
境
界
線
内
部
に
お
い
て
旧
ユ
ー
ゴ
の
す
べ
て
の
諸
国
の
主
権
と
領
土
保
全
を
維
持
す
る
こ
と
を
再
確
認
﹂

（
前
文
パ
ラ
グ
ラ
フ
二
）
し
、﹁
デ
イ
ト
ン
合
意
お
よ
び
同
付
属
書
の
実
施
を
支
持
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
強
調
す
る
﹂（
パ
ラ
グ
ラ
フ
四
）

と
表
明
し
た
。
ス
ル
プ
ス
カ
分
離
問
題
を
め
ぐ
る
安
保
理
審
議
に
お
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム
は
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
領
土
保
全
を
侵

七
二
二
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害
す
る
行
為
と
み
な
し
て
非
難
し
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
米
国
、
英
国
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
は
平
和
履
行
評
議
会
運
営
委
員
会
ま
た
は

上
級
代
表
の
前
述
の
よ
う
な
見
解
に
同
意
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
中
国
は
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
を
尊
重

す
る
と
発
言
し
た）
₃₅
（

。

　

次
い
で
、
二
〇
一
一
年
五
月
九
日
付
上
級
代
表
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
情
勢
に
関
す
る
報
告）
₃₆
（

は
、
四
月
一
三
日
、
ス
ル
プ
ス
カ
議
会
が
住
民
投

票
実
施
に
関
す
る
決
定
を
採
択
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
同
決
定
に
加
え
、
ス
ル
プ
ス
カ
当
局
は
国
の
安
定
性
に
繰
り
返
し
脅
威
を
与
え
、

解
体
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
り
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
に
公
然
と
異
議
を
唱
え
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な

行
為
は
デ
イ
ト
ン
合
意
違
反
、
お
よ
び
憲
法
枠
組
の
重
大
な
違
反
で
あ
り
、
ま
た
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全

に
対
す
る
侵
害
で
あ
り
、
ま
た
上
級
代
表
へ
の
直
接
攻
撃
で
あ
る
と
し
、
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
国
際
社
会
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ

ナ
の
領
土
保
全
支
持
を
決
定
す
る
よ
う
要
請
し
た
。

　

同
報
告
を
受
け
た
安
保
理
で
も
、
多
く
の
理
事
国
は
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
の
行
為
を
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
領
土
保
全
侵
害
行

為
と
み
な
し
て
い
る
。
南
ア
は
、
ボ
ス
ニ
ア
で
の
新
事
実
は
潜
在
的
に
同
国
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
を
侵
害
す
る
も
の
と
主
張
し）
₃₇
（

、
ポ
ル

ト
ガ
ル
、
中
国
、
レ
バ
ノ
ン
、
Ｅ
Ｕ
、
ト
ル
コ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
領
土
保
全
は
維
持
す
べ
き
と
主
張
し

て
い
る）
₃₈
（

。
ま
た
、
米
国
、
英
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
は
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
の
一
連
の
行
為
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
領
土
保
全
侵
害

行
為
で
あ
る
と
す
る
部
分
を
含
め
、
上
級
代
表
の
報
告
へ
の
支
持
を
表
明
し
て
い
る）
₃₉
（

。
一
九
九
二
│
一
九
九
三
年
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ
の
領
土
保
全
に
言
及
す
る
安
保
理
決
議
は
多
く
採
択
さ
れ
、
同
決
議
に
お
い
て
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
お
よ
び
地
域
の
す

べ
て
の
諸
国
の
主
権
、
領
土
保
全
お
よ
び
政
治
的
独
立
の
尊
重
が
再
確
認
さ
れ）
₄₀
（

、
安
保
理
審
議
に
お
い
て
も
、
セ
ル
ビ
ア
民
族
勢
力
等
に
よ

る
分
離
主
義
的
政
策
（separatist policies

）
に
よ
る
国
際
的
ま
た
は
国
内
的
境
界
線
の
い
か
な
る
変
更
も
ま
た
領
土
取
得
も
非
難
す
る

意
見
が
表
明
さ
れ
た）
₄₁
（

。

七
二
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三　

コ
ソ
ボ
を
め
ぐ
る
国
連
審
議
に
お
け
る
領
土
保
全

　

先
に
二
で
考
察
し
た
ザ
イ
ー
ル
、
コ
モ
ロ
お
よ
び
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
い
ず
れ
の
分
離
の
場
合
も
、
分
離
集
団
の
行

動
に
対
す
る
第
三
国
の
直
接
的
関
与
は
な
い
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
国
家
に
属
す
る
集
団
の
分
離
の
主
張
は
領
土
保
全
侵
害
行
為
と
み

な
さ
れ
て
非
難
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
以
上
の
事
例
で
は
、
非
国
家
主
体
に
関
し
て
、
領
土
保
全
原
則
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
コ
ソ

ボ
事
件
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
は
領
土
保
全
原
則
の
適
用
範
囲
は
国
家
間
関
係
に
限
定
さ
れ
る
と
解
釈
し
た
が
、
実
際
に
領
土
保
全
原
則
の

適
用
範
囲
は
国
家
間
関
係
に
は
限
定
さ
れ
ず
、
国
家
内
部
の
非
国
家
主
体
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
は
コ
ソ
ボ
に
お
け
る
国
連
暫
定
統
治
の
実
施
を
規
定
し
た
安
保
理
決
議
一
二
四
四
、
そ
し
て
コ
ソ
ボ
事
件
勧
告
的
意
見
付
与
以
後
に

お
け
る
国
連
審
議
を
手
掛
か
り
に
、
諸
国
家
が
領
土
保
全
原
則
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
検
討
し
た
い
。

　

１　

安
保
理
決
議
一
二
四
四

（
１
）　

勧
告
的
意
見
に
お
け
る
安
保
理
決
議
一
二
四
四

　

コ
ソ
ボ
事
件
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
は
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
関
す
る
解
釈
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は

﹁
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
（
新
ユ
ー
ゴ/

Ｆ
Ｒ
Ｙ
）
の
領
土
保
全
原
則
﹂
に
は
三
回
言
及
し
、
そ
の
う
ち
一
回
は
﹁
ヘ
ル
シ
ン
キ
最

終
議
定
書
に
規
定
さ
れ
た
領
土
保
全
原
則
﹂（
同
決
議
前
文
）
と
し
、
二
回
は
ラ
ン
ブ
イ
エ
合
意
案
と
並
置
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
（
同
決

議
付
属
書
一
お
よ
び
同
二
）。
同
規
定
に
関
し
て
、
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
そ
の
支
持
諸
国
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
お
よ
び
そ
の
後
継
国
と
し
て
の
セ
ル
ビ
ア

の
領
土
的
現
状
を
維
持
し
コ
ソ
ボ
の
分
離
を
排
除
す
る
意
味
で
あ
る
と
解
釈
し
、
こ
の
安
保
理
決
議
に
違
反
す
る
独
立
宣
言
は
安
保
理
の
権

限
に
挑
戦
す
る
行
為
で
あ
り
、
ま
た
特
別
代
表
の
権
限
を
侵
害
す
る
と
し
て
非
難
し
た
。
他
方
、
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
、
ⅰ
領
土
保
全
原
則

七
二
四
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は
国
家
間
関
係
を
規
律
す
る
原
則
で
あ
る
の
で
、
非
国
家
主
体
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
ⅱ
同
決
議
は
暫
定
期
間
に
関
す
る
法
枠
組
で
あ
り
、
た

と
え
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
尊
重
を
規
定
し
て
い
る
と
し
て
も
、
暫
定
期
間
に
限
定
さ
れ
、
ⅲ
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
は
自
決
原
則
に
関

し
て
も
規
定
し
て
お
り
、
同
議
定
書
で
は
規
定
さ
れ
た
一
〇
原
則
す
べ
て
は
同
等
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
領
土
保
全
原
則
だ
け
が
他
の

国
際
法
原
則
に
優
先
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。

　

勧
告
的
意
見
で
は
前
述
の
と
お
り
、
一
般
国
際
法
に
お
け
る
領
土
保
全
原
則
の
適
用
範
囲
に
関
し
て
は
国
家
間
関
係
に
限
定
さ
れ
る
と
判

断
し
た
。
ま
た
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
お
け
る
﹁
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
﹂
の
意
味
に
関
し
て
は
明
確
に
し
て
い
な
い
が
、
安
保
理
決
議
一

二
四
四
に
お
け
る
領
土
保
全
の
適
用
範
囲
と
い
う
視
点
か
ら
、
安
保
理
の
実
行
を
み
れ
ば
、
非
国
家
実
体
へ
の
拘
束
力
あ
る
義
務
を
課
す
と

き
は
、
そ
の
旨
対
象
実
体
を
具
体
的
に
明
記
す
る
が
、
同
決
議
は
非
国
家
主
体
へ
の
義
務
を
規
定
し
て
い
な
い
﹂（paras.115-119

）
と
述

べ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
勧
告
的
意
見
の
解
釈
に
対
し
て
、
コ
ロ
マ
裁
判
官
反
対
意
見
は
、﹁
安
保
理
決
議
一
二
四
四
採
択
時
に
お
い
て
、
Ｆ

Ｒ
Ｙ
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
支
持
と
い
う
諸
国
家
の
意
図
が
あ
っ
た
﹂）
₄₂
（

と
認
め
て
お
り
、
同
決
議
に
お
け
る
領
土
保
全
規
定
に
関
し

て
は
、
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
的
現
状
を
維
持
す
る
意
味
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
同
様
の
見
解
は
、
ス
コ
ト
ニ
コ
フ
裁
判
官
反
対
意
見）
₄₃
（

お
よ
び
ベ

ヌ
ー
ナ
裁
判
官
反
対
意
見）
₄₄
（

に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
採
択
を
め
ぐ
る
審
議

　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
採
択
を
め
ぐ
る
審
議
に
お
い
て
も
、
領
土
保
全
原
則
の
適
用
範
囲
お
よ
び
意
味
に
関
す
る
捉
え
方
に
関
し
て
は
、

理
事
国
間
の
見
解
は
異
な
っ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
以
下
の
発
言
は
、
領
土
保
全
原
則
が
コ
ソ
ボ
の
よ
う
な
非
国
家
集
団
に
適
用
さ
れ
る
と

み
な
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
直
接
的
に
明
言
し
て
い
な
い
。
し
か
し
国
家
主
権
尊
重
を
基
本
原
則
に
据
え
た
国
連
憲
章
起
草
当
時

七
二
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よ
り
も
国
際
法
は
発
展
し
、﹁
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
の
尊
重
が
、
国
家
の
領
土
保
全
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
す
る
発

言
か
ら
、
国
家
の
領
土
保
全
原
則
に
関
し
て
国
家
内
部
の
集
団
の
分
離
圧
力
に
対
抗
し
て
国
家
の
領
土
的
現
状
を
絶
対
的
に
維
持
す
る
概
念

と
は
捉
え
て
い
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

コ
ソ
ボ
危
機
が
過
去
の
出
来
事
に
な
っ
た
と
き
、
国
家
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
の
尊
重
と
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
の
尊
重
と

を
比
較
す
る
と
き
ど
ち
ら
が
重
要
な
の
か
、
の
み
な
ら
ず
国
家
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
か
ら
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
へ
の
優
先

度
の
シ
フ
ト
に
関
し
て
焦
点
を
当
て
て
安
保
理
に
お
い
て
討
論
し
た
い
と
願
う）
₄₅
（

。

　

他
方
、
Ｆ
Ｒ
Ｙ
、
ロ
シ
ア
、
中
国
お
よ
び
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
領
土
保
全
原
則
に
言
及
し
た
以
下
の
よ
う
な
発
言
は
、
い
ず
れ
も
コ
ソ
ボ
の

分
離
独
立
に
対
抗
し
て
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
的
現
状
を
絶
対
的
に
維
持
す
る
概
念
と
し
て
領
土
保
全
原
則
を
捉
え
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
Ｆ
Ｒ
Ｙ
）
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
お
よ
び
主
権
を
尊
重
し
、
コ
ソ
ボ
の
最
高
レ
ベ
ル
の
自
治
を
可
能
に
す
る
こ
の
（
コ
ソ
ボ
）
危
機
へ
の
政

治
的
解
決
へ
の
準
備
が
あ
る）
₄₆
（

。

（
ロ
シ
ア
）
決
議
案
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
へ
の
す
べ
て
の
諸
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
明
確
に
再
確
認
す
る）
₄₇
（

。

（
中
国
）
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
尊
重
を
基
礎
と
し
た
コ
ソ
ボ
問
題
の
平
和
的
解
決
を
支
持
す
る
。
決
議
案
は
国
連
憲
章
の
目
的

お
よ
び
原
則
、
安
保
理
の
国
際
の
平
和
お
よ
び
安
全
の
維
持
に
関
す
る
主
要
な
責
任
、
加
盟
国
と
し
て
の
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全

へ
の
す
べ
て
の
諸
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
明
確
に
再
確
認
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
中
国
は
決
議
案
採
択
を
阻
止
し
な
い）
₄₈
（

。

（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
尊
重
を
コ
ソ
ボ
危
機
へ
の
最
終
的
な
政
治
解
決
の
基
礎
と

し
て
い
る
の
は
、
同
決
議
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る）
₄₉
（

。

　

以
上
か
ら
、
領
土
保
全
原
則
の
解
釈
お
よ
び
適
用
範
囲
に
関
し
て
は
、
安
保
理
理
事
国
の
中
で
の
見
解
に
も
対
立
が
あ
り
、
少
な
く
と
も

七
二
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ロ
シ
ア
、
中
国
お
よ
び
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
国
家
の
領
土
保
全
尊
重
原
則
は
非
国
家
主
体
に
よ
る
分
離
に
対
抗
す
る
概
念
、
す
な
わ
ち
非
国
家

主
体
に
も
適
用
さ
れ
る
概
念
と
み
な
し
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
同
審
議
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
に
は
繰
り
返

し
言
及
さ
れ
た
が
、
コ
ソ
ボ
の
独
立
に
関
し
て
触
れ
て
い
る
発
言
は
皆
無
で
あ
り
、
一
九
九
九
年
ま
で
は
コ
ソ
ボ
の
独
立
の
選
択
肢
に
つ
い

て
は
安
保
理
理
事
国
は
総
じ
て
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
同
決
議
に
お
け
る
﹁
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
﹂
の
文
言
を
、
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土

的
現
状
を
維
持
す
る
趣
旨
と
捉
え
て
い
た
諸
国
が
存
在
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

勧
告
的
意
見
後
の
国
連
の
対
応

（
１
）　

国
連
総
会
の
対
応

　

勧
告
的
意
見
が
付
与
さ
れ
て
五
日
後
の
二
〇
一
〇
年
七
月
二
七
日
、
セ
ル
ビ
ア
は
同
勧
告
的
意
見
に
関
す
る
声
明
書）
₅₀
（

を
国
連
事
務
総
長
宛

て
に
送
付
し
、﹁
二
〇
一
〇
年
七
月
二
二
日
に
国
際
司
法
裁
判
所
が
付
与
し
た
勧
告
的
意
見
に
関
す
る
セ
ル
ビ
ア
の
立
場
﹂
と
し
て
、
コ
ソ

ボ
州
の
最
終
的
地
位
は
未
定
で
あ
り
、コ
ソ
ボ
を
国
家
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
は
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
お
よ
び
主
権
の
侵
害
行
為
で
あ
り
、

﹁
安
保
理
決
議
一
二
四
四
お
よ
び
コ
ソ
ボ
憲
法
枠
組
は
拘
束
力
を
有
し
、
か
つ
適
用
は
継
続
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
（
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
最
高

責
任
者
）
国
連
事
務
総
長
特
別
代
表
に
も
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
留
意
す
れ
ば
、
コ
ソ
ボ
州
は
国
際
レ
ジ
ー
ム
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
最

終
的
地
位
が
未
定
の
ま
ま
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
独
立
主
権
国
家
で
は
な
い
﹂
と
す
る
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

同
時
に
セ
ル
ビ
ア
は
国
連
総
会
決
議
案）
₅₁
（

と
し
て
﹁
コ
ソ
ボ
の
一
方
的
独
立
宣
言
の
国
際
法
上
の
合
法
性
に
関
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
勧
告

的
意
見
に
留
意
し
﹂（para.1

）、﹁
同
勧
告
的
意
見
の
継
続
的
検
討
（follow

 up

）
を
第
六
六
会
期
の
議
題
に
含
め
る
﹂（para.3

）
こ
と
を

提
案
し
た
が
採
択
に
は
至
ら
な
か
っ
た）
₅₂
（

。

　

セ
ル
ビ
ア
提
案
に
代
わ
り
、
二
七
カ
国
共
同
で
、
総
会
は
コ
ソ
ボ
の
地
位
問
題
に
関
す
る
審
議
は
再
開
せ
ず
、
当
事
者
間
の
協
力
関
係
に

七
二
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関
連
す
る
実
践
的
問
題
を
扱
お
う
と
す
る
趣
旨
で
、
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
に
も
コ
ソ
ボ
の
政
治
的
地
位
に
も
言
及
し
な
い
、
以
下
の
よ
う

な
決
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。

国
際
司
法
裁
判
所
勧
告
的
意
見
を
受
け
て
、

１　

勧
告
的
意
見
内
容
を
認
め
、

２ 　

Ｅ
Ｕ
に
よ
る
当
事
者
間
の
対
話
プ
ロ
セ
ス
を
促
進
す
る
準
備
を
歓
迎
す
る
。
対
話
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
地
域
の
平
和
、
安
全

お
よ
び
安
定
の
要
因
と
な
り
、
対
話
は
協
力
を
促
進
し
Ｅ
Ｕ
へ
の
道
程
を
促
進
し
、
人
民
の
生
活
向
上
を
達
成
す
る
で
あ
ろ
う）
₅₃
（

。

同
二
七
カ
国
提
案
は
九
月
九
日
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
り
採
択
さ
れ
た）
₅₄
（

。

（
２
）　

国
連
審
議

　

領
土
保
全
原
則
の
適
用
範
囲
に
関
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
勧
告
的
意
見
は
、
同
原
則
は
国
家
間
の
領
域
だ
け
に
適
用
さ
れ
、
非
国
家
主
体

に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
勧
告
的
意
見
に
お
け
る
解
釈
を
受
け
て
、
諸
国
家
に
よ
る
同
原
則
の
捉
え
方
に
変
化
は

み
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
勧
告
的
意
見
が
示
さ
れ
た
後
、
同
二
七
カ
国
決
議
案
を
め
ぐ
る
総
会
審
議
お
よ
び
コ
ソ
ボ
問
題
を
め
ぐ
る
安
保
理
審

議
で
は
以
下
の
よ
う
な
発
言
が
見
ら
れ
る
。
セ
ル
ビ
ア
は
﹁
国
連
加
盟
国
の
実
質
的
多
数
諸
国
は
継
続
的
に
セ
ル
ビ
ア
の
主
権
、
領
土
保
全

を
尊
重
し
て
い
る
﹂）
₅₅
（

と
主
張
し
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ）
₅₆
（

、
ガ
ボ
ン）
₅₇
（

お
よ
び
ロ
シ
ア）
₅₈
（

は
﹁
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
﹂
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の

発
言
に
お
け
る
領
土
保
全
は
、
コ
ソ
ボ
の
分
離
に
対
抗
し
て
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
的
現
状
を
維
持
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
中
国）
₅₉
（

、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン）
₆₀
（

、
ブ
ラ
ジ
ル）
₆₁
（

の
﹁
主
権
と
領
土
保
全
尊
重
原
則
﹂
へ
の
言
及
も
、
同
様
の
趣
旨
で
あ
り
、
ま
た
国

連
総
会
に
お
け
る
決
議
案
審
議
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド）
₆₂
（

、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア）
₆₃
（

、
お
よ
び
イ
ラ
ン）
₆₄
（

と
い
っ
た
コ
ソ
ボ
未
承
認
諸
国
が
同
様
に
﹁
主

権
と
領
土
保
全
尊
重
原
則
﹂
に
言
及
し
て
い
る
。
以
上
の
諸
国
は
領
土
保
全
原
則
を
非
国
家
と
し
て
の
コ
ソ
ボ
に
も
適
用
さ
れ
る
、
分
離
に

七
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対
抗
す
る
概
念
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

他
方
、
コ
ソ
ボ
を
国
家
承
認
し
た
レ
バ
ノ
ン）
₆₅
（

、
英
国）
₆₆
（

、
米
国）
₆₇
（

お
よ
び
ト
ル
コ）
₆₈
（

は
﹁
コ
ソ
ボ
の
独
立
、
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
﹂
支
持
を
主

張
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
紛
争
当
事
者
同
士
の
対
話
の
促
進
を
強
調
し
て
い
る）
₆₉
（

。
た
だ
し
、
同
決
議
案
に
関
し
、
領
土
保
全
原
則
規
定
の
追
加
修

正
を
強
調
す
る
発
言
は
み
ら
れ
な
い）
₇₀
（

。

　

諸
国
家
が
捉
え
て
い
る
領
土
保
全
原
則
の
意
味
に
関
し
て
は
、
以
上
の
審
議
内
容
か
ら
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
勧
告
的
意
見
付

与
後
の
実
行
に
お
い
て
も
、
国
家
内
部
の
集
団
の
分
離
圧
力
に
対
抗
し
て
国
家
の
領
土
的
現
状
を
維
持
す
る
概
念
と
す
る
解
釈
を
依
然
と
し

て
堅
持
し
て
い
る
諸
国
が
あ
る
。
勧
告
的
意
見
付
与
を
受
け
て
、
諸
国
家
が
直
ち
に
裁
判
所
が
示
し
た
領
土
保
全
に
関
す
る
解
釈
を
受
け
入

れ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

四　

自
決
権
と
領
土
保
全
原
則

　

１　

国
家
実
行
に
お
け
る
領
土
保
全
原
則

　

前
述
の
よ
う
に
、
自
決
権
を
規
定
す
る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
国
際
文
書
は
ま
た
同
時
に
国
お
よ
び
国
家
の
領
土
保
全
原
則
を
強
調
し
て
い
る）
₇₁
（

。

そ
の
意
図
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
場
合
に
は
自
決
権
は
、
い
わ
ゆ
る
内
的
自
決
の
意
味
の
権
利
と
し
て
、
人
民
が
所
属
す
る
国
家
の
領
土
的

現
状
を
維
持
し
な
が
ら
、
国
際
的
境
界
線
内
部
で
実
行
さ
れ
る
が
、
特
別
な
条
件
の
下
で
は
、
人
民
の
自
決
権
は
外
的
自
決
の
意
味
の
権
利

に
転
換
し
、﹁
人
民
﹂
集
団
の
所
属
国
家
か
ら
の
分
離
独
立
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
解
釈
が
あ
る）
₇₂
（

。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
れ
ば
、
領
土
保

全
原
則
は
一
般
的
な
場
合
に
は
集
団
の
分
離
権
の
行
使
を
制
限
す
る
役
割
を
も
ち
、
そ
の
適
用
範
囲
は
国
家
間
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
国
家

内
部
の
非
国
家
集
団
に
も
及
ぶ
原
則
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
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こ
の
よ
う
な
領
土
保
全
原
則
が
自
決
権
行
使
を
制
限
す
る
役
割
を
有
す
る
と
の
見
解
は
、
国
際
連
盟
期
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ン
ド
諸
島
事
件

報
告
書（
一
九
二
〇
│
一
九
二
一
年
）、国
連
総
会
決
議
友
好
関
係
原
則
宣
言
自
決
原
則
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
意
味
に
関
す
る
諸
国
家
の
見
解
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
パ
キ
ス
タ
ン
か
ら
の
分
離
独
立
に
関
す
る
国
際
法
律
家
委
員
会
の
意
見
（
一
九
七
二
年
）、
ケ
ベ
ッ
ク
分
離
問
題
に
関

す
る
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
諮
問
意
見
（
一
九
九
八
年
）
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
学
説
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）　

オ
ー
ラ
ン
ド
諸
島

　

国
際
連
盟
期
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
独
立
（
一
九
一
七
年
）
後
、
同
国
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
オ
ー
ラ
ン
ド
諸
島
住
民
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

と
の
統
合
を
主
張
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
住
民
の
意
思
に
基
づ
く
同
諸
島
の
領
土
主
権
の
変
更
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
が

国
際
連
盟
に
付
託
さ
れ
た）
₇₃
（

。

　

オ
ー
ラ
ン
ド
諸
島
問
題
に
関
す
る
国
際
連
盟
法
律
家
委
員
会
報
告
書
は
、
国
家
に
所
属
す
る
少
数
者
集
団
へ
の
自
決
原
則
の
適
用
を
、
国

家
主
権
が
確
立
し
て
い
る
場
合
と
国
家
が
変
遷
過
程
に
あ
る
場
合
と
を
分
け
て
論
じ
、
国
家
主
権
が
確
立
し
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
一
般

的
な
場
合
に
は
当
該
国
家
の
領
土
的
現
状
の
変
更
と
い
う
事
項
は
主
権
の
属
性
で
あ
り
、
従
っ
て
国
内
問
題
と
さ
れ
る
が
、
国
家
主
権
が
確

立
し
て
お
ら
ず
変
遷
過
程
に
あ
る
場
合
は
当
該
国
家
の
領
土
主
権
は
未
確
立
と
さ
れ
て
実
定
法
（positive law

）
の
正
規
の
規
則
は
適
用

さ
れ
ず
、
人
民
集
団
の
自
決
原
則
が
役
割
を
果
た
す
と
述
べ
て
い
る）
₇₄
（

。
後
者
の
場
合
に
関
し
、
同
問
題
に
関
す
る
報
告
者
委
員
会
報
告
書
は
、

少
数
者
が
そ
の
所
属
す
る
国
家
か
ら
分
離
し
他
国
に
統
合
す
る
こ
と―
す
な
わ
ち
分
離
は
、
あ
く
ま
で
も
例
外
的
な
解
決
方
法
で
あ
る
と
断

っ
て
い
る
が
、
領
域
国
が
少
数
者
の
保
護
の
た
め
の
正
当
か
つ
効
果
的
な
保
障
（effective guarantees for protection

）
を
与
え
る
意

思
ま
た
は
実
施
す
る
力
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
に
は
、
少
数
者
を
保
護
す
る
た
め
の
最
終
手
段
と
み
な
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る）
₇₅
（

。

　

こ
れ
ら
の
報
告
書
か
ら
す
れ
ば
、
後
者
の
よ
う
に
国
家
が
自
国
内
の
集
団
の
人
権
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
特
別
の
状
況
に
あ
る
場
合
に

七
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は
、
例
外
的
に
当
該
集
団
の
分
離
権
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
い
限
り
、
す
な
わ
ち
前
者
の
よ
う
な
一
般
的
な
場
合
に
は
、

国
際
法
は
国
家
の
領
土
保
全
を
保
護
し
、
そ
の
領
土
的
現
状
の
維
持
を
保
障
す
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
関
連
し
、
コ
ソ
ボ

事
件
に
関
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
勧
告
的
意
見
手
続
き
に
お
い
て
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
前
述
の
報
告
者
委
員
会
報
告
書
に
言
及
し
、
ユ
ー
ゴ

を
め
ぐ
る
長
期
的
戦
争
の
場
合
は
後
者
の
場
合
、
言
い
換
え
れ
ば
内
的
自
決
レ
ジ
ー
ム
が
有
効
に
機
能
す
る
と
予
測
で
き
な
い
場
合
に
該
当

し
、
コ
ソ
ボ
は
セ
ル
ビ
ア
か
ら
の
分
離
が
認
め
ら
れ
る
と
主
張
し
た）
₇₆
（

。
以
上
の
見
解
は
、
国
家
が
通
常
の
状
況
に
あ
る
場
合
に
は
、
自
決
権

は
国
家
の
領
土
保
全
を
侵
害
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る）
₇₇
（

。

（
２
）　

友
好
関
係
原
則
宣
言

　

友
好
関
係
原
則
宣
言
自
決
原
則
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　

前
記
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
い
か
な
る
部
分
も
、右
に
規
定
さ
れ
た
人
民
の
同
権
お
よ
び
自
決
の
原
則
に
従
っ
て
行
動
し
、そ
れ
ゆ
え
人
種
、

信
条
ま
た
は
皮
膚
の
色
に
よ
る
差
別
な
く
そ
の
領
域
に
属
す
る
人
民
全
体
を
代
表
す
る
政
府
を
有
す
る
主
権
独
立
国
家
の
領
土
保
全

ま
た
は
政
治
的
統
一
を
、
全
部
ま
た
は
一
部
、
分
割
ま
た
は
毀
損
し
う
る
い
か
な
る
行
動
を
も
承
認
し
ま
た
は
奨
励
す
る
も
の
と
解

釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

同
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
人
権
に
関
す
る
世
界
会
議
で
採
択
さ
れ
た
ウ
ィ
ー
ン
宣
言
お
よ
び
行
動
計
画
（
一
九
九
三
年
）
）
₇₈
（

に
お
い
て
、
ま
た
一
部

表
現
を
変
え
て
国
連
総
会
五
〇
周
年
記
念
宣
言
（
一
九
九
五
年
）
）
₇₉
（

お
よ
び
人
種
差
別
禁
止
条
約
委
員
会
一
般
的
勧
告
（
一
九
九
六
年
）
）
₈₀
（

に
お

い
て
、
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

コ
ソ
ボ
事
件
勧
告
的
意
見
手
続
き
に
お
い
て
セ
ル
ビ
ア
は
、
同
宣
言
自
決
原
則
に
関
す
る
準
備
作
業
（tra

va
u

z p
rep

a
ra

toires

）
記

録
に
お
け
る
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
関
す
る
イ
タ
リ
ア
代
表
（A

rangio-R
uiz

）
の
以
下
の
意
見
を
引
用
し
て
、
領
土
保
全
原
則
を
国
家
内
部

七
三
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の
集
団
に
よ
る
自
決
権―

分
離
権
の
主
張
に
対
し
て
国
家
の
領
土
的
現
状
お
よ
び
政
治
的
一
体
性
を
保
護
す
る
目
的
で
同
宣
言
に
規
定
さ

れ
た
と
主
張
し
て
い
る）
₈₁
（

。

　

自
決
原
則
の
受
益
者
（
主
体
）
が
人
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
論
理
的
に
国
家
の
領
土
保
全
と
政
治
的

統
一
と
を
保
護
す
る
規
定
が
必
要
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
国
際
的
レ
ベ
ル
で
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
独
立
が
宣
言
さ
れ
る

の
は
確
か
に
国
内
法
レ
ベ
ル
で
あ
る
が
、
憲
法
規
定
は
国
際
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
国
家
の
領
土
保
全
と
政
治
的
一
体
性
を
保
護
で

き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
保
護
条
項
が
国
際
法
に
な
け
れ
ば
、
自
決
原
則
は
国
家
の
領
土
保
全
と
政
治
的
一
体
性
を
破
壊
す
る
た
め
に

援
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
人
民
が
定
義
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、ど
の
よ
う
な
集
団
で
も
自
決
原
則
の
援
用
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、

集
団
に
よ
る
自
決
権
の
行
使
に
よ
っ
て
国
家
の
領
土
保
全
が
破
壊
さ
れ
る
危
険
か
ら
保
護
す
る
た
め
、
場
合
ご
と
（a

d
 h

oc

）
の
保

護
は
絶
対
必
要
で
あ
る）
₈₂
（

。

　

し
か
し
友
好
関
係
原
則
宣
言
を
起
草
し
た
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
議
か
ら
す
れ
ば
、
セ
ル
ビ
ア
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
特
別
の
条
件
の

下
で
分
離
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
意
見
も
あ
り
、
少
な
く
と
も
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
分
離
権
を
絶
対
的
に
認
め
ず
、
国
家
の
領
土
的
現
状
を

絶
対
的
に
保
護
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
は
な
い）
₈₃
（

。
友
好
関
係
原
則
宣
言
自
決
原
則
に
関
し
て
リ
ン
ガ
ー
ト
（C

. R
yngaert

）
は
、﹁
国
家
間

次
元
（inter-state dim
ension

）
の
領
土
保
全
を
強
調
し
て
い
る
が
、
ま
た
領
土
保
全
原
則
の
国
内
次
元
（intra-state dim

ension

）

に
も
関
連
す
る
﹂
と
し
、﹁
領
土
保
全
に
は
国
内
的
次
元
が
あ
り
、
国
際
法
ま
た
は
少
な
く
と
も
総
会
は
、
最
終
的
救
済
手
段
と
し
て
分
離

を
留
保
す
る
一
方
で
、
領
土
保
全
を
国
内
関
係
の
一
般
原
則
と
し
て
用
い
て
い
る
﹂）
₈₄
（

と
述
べ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、

国
内
の
す
べ
て
の
人
民
の
自
決
権
を
尊
重
し
て
い
る
国
家
の
場
合
、
言
い
換
え
れ
ば
一
般
的
な
場
合
に
は
、
国
家
内
部
で
発
生
す
る
分
離
の

動
き
か
ら
国
家
の
領
土
的
現
状
を
維
持
す
る
趣
旨
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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（
３
）　

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

　

一
九
七
二
年
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
旧
東
部
領
域
を
構
成
し
て
い
た
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
よ
る
パ
キ
ス
タ
ン
か
ら
の
分
離
独
立）
₈₅
（

に
関
し
、
国
際

法
律
家
委
員
会
（International C

om
m

ission of Jurists

）
は
、
領
土
保
全
原
則
と
自
決
権
と
の
関
係
に
関
す
る
見
解
を
示
し
て
い
た
。

　

領
土
保
全
原
則
は
政
府
が
人
民
の
同
権
と
す
べ
て
の
人
民
を
差
別
な
く
代
表
し
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
。
も
し
も
構
成
す
る

人
民
の
一
部
が
法
の
下
の
平
等
の
権
利
を
否
定
さ
れ
、
差
別
さ
れ
る
と
き
、
か
れ
ら
の
自
決
権
が
完
全
に
復
活
す
る）
₈₆
（

。

　

こ
の
見
解
は
国
家
の
領
土
保
全
を
人
民
の
分
離
権
と
関
係
づ
け
て
捉
え
て
お
り
、
国
家
の
領
土
保
全
が
人
民
の
分
離
権
行
使
を
制
限
す
る

意
味
を
も
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
。

（
４
）　

ケ
ベ
ッ
ク

　

ケ
ベ
ッ
ク
分
離
問
題
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
諮
問
意
見
（
一
九
九
八
年
）
）
₈₇
（

は
、
領
土
保
全
と
自
決
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　

国
際
法
は
国
民
国
家
（nation states

）
の
領
土
保
全
に
非
常
な
重
要
性
を
置
い
て
お
り）
₈₈
（

、
従
っ
て
自
決
の
国
際
法
原
則
は
既
存
国

家
の
領
土
保
全
尊
重
の
枠
内
で
発
展
し
て
き
て
お
り）
₈₉
（

、
自
決
権
を
規
定
す
る
す
べ
て
の
国
際
文
書
は
ま
た
同
時
に
国
お
よ
び
国
家
の

領
土
保
全
原
則
を
強
調
し
て
い
る
。
国
連
世
界
人
権
会
議
ウ
ィ
ー
ン
宣
言
（
一
九
九
三
年
））
₉₀
（

、
国
連
五
〇
周
年
記
念
総
会
宣
言
（
一
九

九
五
年
））
₉₁
（

、Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
（
一
九
七
五
年
））
₉₂
（

等
、人
民
の
自
決
権
の
存
在
を
支
持
す
る
多
様
な
国
際
文
書
は
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
権
利
の
行
使
が
既
存
国
家
の
領
土
保
全
ま
た
は
主
権
国
家
間
の
関
係
の
安
定
へ
の
脅
威
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
十
分
に

制
限
す
べ
き
と
い
う
結
論
を
支
持
す
る
規
定
を
並
列
的
に
含
ん
で
い
る）
₉₃
（

。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
の
実
行
は
、
国
際
法
が
自
決
権
が
既
存
国
家
の
枠
組
内
部
で
、
常
に
こ
れ
ら
の
国
家
の
領
土
保
全
を
維
持
し
つ
つ
、
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全
原
則
の
適
用
範
囲

人
民
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
よ
う
に
期
待
し
て
お
り）
₉₄
（

、
自
決
権
に
関
す
る
国
際
法
の
一
般
的
状
態
は
、
同
権
利
が
当
該
国
家
の
領
土

保
全
に
優
先
的
な
保
護
が
付
与
さ
れ
る
範
囲
内
で
効
力
を
有
す
る
（operate

）
）
₉₅
（

こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
一
般
的
な
場
合
に
は
国
家

の
領
土
保
全
が
優
先
的
に
保
護
さ
れ
、
人
民
の
分
離
権
の
行
使
は
制
限
さ
れ
、
特
別
な
場
合
に
﹁
人
民
﹂
と
み
な
さ
れ
る
非
国
家
集

団
の
分
離
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
、
領
土
保
全
は
保
護
さ
れ
な
い
。
非
国
家
集
団
の
分
離
権
が
優
先
さ
れ
る
特
別
な
場
合
と
は
、
旧

植
民
地
的
状
況
、
す
な
わ
ち
外
国
の
従
属
、
支
配
ま
た
は
搾
取
の
下
に
あ
る
場
合
、
ま
た
は
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
お
よ
び
文

化
的
発
展
を
追
求
す
る
た
め
に
、
政
府
へ
の
意
義
あ
る
（m

eaningful

）
ア
ク
セ
ス
を
否
定
さ
れ
た
限
定
し
う
る
集
団
（definable 

group

）
の
場
合
で
あ
り
、
以
上
の
三
つ
の
状
況
に
お
い
て
、
問
題
の
人
民
は
自
決
権
を
内
的
に
行
使
す
る
可
能
性
を
否
定
さ
れ
て
い

る
ゆ
え
に
、
主
権
国
家
に
所
属
す
る
一
部
集
団
で
あ
っ
て
も
外
的
自
決
の
意
味
の
自
決
権―

す
な
わ
ち
分
離
権―

が
認
め
ら
れ
る）
₉₆
（

。

　

同
意
見
か
ら
す
れ
ば
、
領
土
保
全
原
則
は
非
国
家
主
体
に
よ
る
分
離
権
の
行
使
を
制
限
す
る
意
味
が
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
領
土
保
全
原
則
の
意
味
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
領
土
保
全
原
則
は
政
府
へ
の
意
義
あ
る
ア
ク
セ
ス
を
否
定
さ
れ
た
集
団
が
存
在

す
る
国
家
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

領
土
保
全
原
則
の
役
割

　

冷
戦
終
結
後
の
欧
州
の
新
秩
序
を
示
す
と
さ
れ
る
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
パ
リ
憲
章
（
一
九
九
〇
年
）
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　

我
々
は
人
民
の
同
権
と
自
決
の
権
利
は
国
連
憲
章
お
よ
び
国
家
の
領
土
保
全
に
関
連
す
る
も
の
を
含
め
、
国
際
法
規
範
に
従
う
（in 

conform
ity w

ith

）
も
の
と
再
確
認
す
る）
₉₇
（

。

　

同
規
定
は
領
土
保
全
尊
重
が
国
家
間
関
係
に
お
け
る
義
務
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
人
民
の
自
決
権
行
使
を
制
限
す
る
原
則
で
も
あ
る

と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
規
定
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
状
況
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
宣
言
（
一
九
九
一
年
）
）
₉₈
（

で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
和
平
委
員
会
調
停
委
員
会
（A

rbitration C
om

m
ission of the P

eace C
onference on the form

er 

Yugoslavia / 

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
委
員
会
）
第
二
意
見）
₉₉
（

で
は
、﹁
自
決
権
は
独
立
時
点
で
の
既
存
の
国
境
線
の
変
更
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
﹂（
第

一
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
と
規
定
し
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
決
権
の
行
使
は
領
土
保
全
原
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
欧
州
民
族
的
少
数
者
保
護
枠
組
条
約
（
一
九
九
五
年
）
二
一
条
、
お
よ
び
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る

国
際
連
合
宣
言
（
二
〇
〇
七
年
））
１００
（

四
六
条
一
項
も
領
土
保
全
原
則
を
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
集
団
に
よ
る
自
決
権
の
行
使
は
分

離
権
を
含
ま
ず
、
既
存
国
家
の
領
土
的
現
状
を
保
護
す
る
目
的
で
規
定
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る）
１０１
（

。
以
上
の
国
際
文
書
か
ら
、
領
土
保
全
原
則

は
集
団
の
分
離
権
行
使
を
制
限
す
る
意
味
で
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
領
土
保
全
原
則
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
学
説
に
お
い
て
も
認
め
る
も
の
が
あ
る
。
デ
ュ
ガ
ー
ド
お
よ
び
レ
イ
チ
（J. 

D
ugard and D

. R
aič

）
は
、﹁
内
的
自
決
が
外
的
自
決
に
転
換
す
る
そ
の
時
点
ま
で
は
自
決
権
の
行
使
は
国
家
の
領
土
保
全
権
利
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
⋮
⋮
自
決
権
の
範
囲
と
実
施
は
国
際
法
の
下
で
の
国
家
の
領
土
保
全
の
基
本
的
権
利
に
照
ら
し
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
﹂）
１０２
（

と
し
、
ま
た
ヒ
ギ
ン
ズ
（R

. H
iggins

）
は
諸
国
家
の
実
行
を
踏
ま
え
て
自
決
権
の
意
味
を
見
れ
ば
、
一
般
的
な
場
合
に
は
、
国
家
に

所
属
す
る
集
団
の
自
決
権
は
所
属
国
家
内
部
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
内
的
自
決
の
意
味
の
権
利
と
し
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

る
）
１０３
（

と
捉
え
て
い
る）
１０４
（

。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
国
家
が
自
国
に
所
属
す
る
集
団
に
対
し
て
重
大
な
人
権
侵
害
を
行
っ
て
い
る

と
い
う
よ
う
な
特
別
な
状
況
が
な
い
限
り
、
国
家
の
領
土
保
全
原
則
は
非
国
家
主
体
に
よ
る
分
離
に
対
抗
す
る
概
念
と
み
な
し
て
い
る
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
則
ち
、
国
家
に
属
す
る
す
べ
て
の
集
団
の
人
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
領
土
保
全
原
則
は
国
家
の
領
土
的

現
状
を
維
持
す
る
役
割
を
担
い
、
他
方
、
国
家
が
自
国
内
の
集
団
の
人
権
を
深
刻
な
状
態
に
ま
で
侵
害
す
る
場
合
に
は
、
国
家
の
領
土
保
全

原
則
よ
り
も
集
団
の
自
決
権
が
優
先
さ
れ
、
当
該
国
家
の
領
土
的
現
状
は
維
持
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
領
土
保
全
原
則
の
意
味
の
捉
え
方

は
、
コ
ソ
ボ
事
件
勧
告
的
意
見
の
手
続
過
程
に
お
い
て
諸
国
家
の
意
見
の
中
に
も
表
明
さ
れ
て
い
た
。
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一
九
九
〇
年
代
に
発
生
し
た
分
離
の
事
例
に
お
い
て
、
国
際
社
会
は
当
事
国
の
領
土
保
全
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
対
応
し
た
。

　

カ
タ
ン
ガ
住
民
の
意
思
に
も
と
づ
く
ザ
イ
ー
ル
か
ら
の
分
離
独
立
の
主
張
に
関
し
、
人
お
よ
び
人
民
の
権
利
ア
フ
リ
カ
委
員
会
は
、
ザ
イ

ー
ル
の
領
土
保
全
の
支
持
を
表
明
し
、
ザ
イ
ー
ル
か
ら
分
離
独
立
す
る
カ
タ
ン
ガ
住
民
の
権
利
は
否
定
し
た
。
同
委
員
会
は
、
自
決
の
実
施

に
は
独
立
や
自
治
だ
け
で
は
な
く
多
様
な
態
様
が
あ
り
、
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
の
よ
う
な
他
の
承
認
さ
れ
た
原
則
と
完
全
に
合
致
す
る
方

法
で
行
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
表
明
し
た
。
そ
し
て
カ
タ
ン
ガ
住
民
に
対
す
る
ザ
イ
ー
ル
政
府
に
よ
る
人
権
侵
害
の
証
拠
は
な
い
と
認
め
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
領
土
保
全
と
相
容
れ
る
態
様
で
自
決
権
を
行
使
す
べ
き
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
Ｏ
Ａ
Ｕ
、
国
連
総
会
お
よ
び
安

保
理
も
同
様
に
、
カ
タ
ン
ガ
の
所
属
国
家
で
あ
る
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
主
権
、
統
一
お
よ
び
領
土
保
全
尊
重
を
支
持
し
て
い
る
。

　

ア
ン
ジ
ュ
ア
ン
島
、
モ
ヘ
リ
島
お
よ
び
マ
イ
ヨ
ッ
ト
島
に
よ
る
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
統
合
ま
た
は
コ
モ
ロ
か
ら
の
分
離
独
立
の
主
張
に
対
し
、

Ｏ
Ａ
Ｕ
／
Ａ
Ｕ
の
諸
機
関
お
よ
び
国
際
社
会
は
そ
れ
ら
の
各
集
団
の
主
張
を
承
認
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
分
離
の
動
き
を
コ
モ
ロ
に
対
す
る
領
土

保
全
侵
害
行
為
と
み
な
し
て
非
難
し
、
コ
モ
ロ
諸
島
の
国
家
的
統
一
お
よ
び
領
土
保
全
尊
重
を
宣
言
し
、
連
合
体
制
の
も
と
で
の
統
治
を
支

持
し
た
。

　

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
か
ら
の
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
の
独
立
宣
言
に
対
し
、
安
保
理
は
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
共
和
国
の

領
土
保
全
の
厳
格
な
尊
重
を
要
請
し
た
。
同
審
議
に
お
い
て
理
事
国
は
、
周
辺
国
に
よ
る
軍
事
介
入
だ
け
で
は
な
く
、
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国

住
民
の
意
思
に
基
づ
く
分
離
独
立
も
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
領
土
保
全
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
し
て
非
難
し
た
。

　

以
上
の
事
例
で
は
、
分
離
集
団
へ
の
他
国
か
ら
の
直
接
的
介
入
は
な
く
、
集
団
に
対
す
る
政
府
の
深
刻
か
つ
重
大
な
人
権
侵
害
が
存
在
せ

ず
、
お
よ
び
政
府
の
政
策
決
定
へ
の
集
団
の
参
加
権
の
否
定
と
い
っ
た
状
況
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
国
際
社
会
は
集
団
の
分
離
権

七
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の
主
張
を
領
土
保
全
侵
害
行
為
と
み
な
し
て
非
難
し
、当
該
国
家
の
領
土
保
全
尊
重
す
な
わ
ち
国
家
の
領
土
的
現
状
維
持
を
支
持
し
て
い
る
。

以
上
の
事
例
に
お
い
て
は
、
領
土
保
全
原
則
は
集
団
の
分
離
権
に
優
先
し
て
当
該
国
家
に
適
用
さ
れ
、
当
該
国
家
の
領
土
的
削
減
ま
た
は
分

断
を
阻
止
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
内
部
の
集
団
の
人
権
が
保
障
さ
れ
た
国
家
に
お
い
て
は
、
領
土
保
全
原
則
は

非
国
家
集
団
の
分
離
権
の
行
使
を
制
限
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る）
１０５
（

。

　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
採
択
を
め
ぐ
る
審
議
に
お
い
て
は
、
同
決
議
に
含
ま
れ
る
﹁
Ｓ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
﹂
の
文
言
を
Ｓ
Ｒ
Ｙ
お
よ
び
そ

の
後
継
国
と
さ
れ
る
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
的
現
状
の
維
持
を
意
味
す
る
と
捉
え
る
諸
国
が
存
在
し
、
ま
た
コ
ソ
ボ
事
件
勧
告
的
意
見
付
与
以
降

の
安
保
理
お
よ
び
国
連
総
会
に
お
い
て
も
、
同
勧
告
的
意
見
が
示
し
た
領
土
保
全
原
則
に
関
す
る
解
釈
と
は
異
な
り
、
領
土
保
全
原
則
を
分

離
に
対
抗
し
て
国
家
の
領
土
的
現
状
を
維
持
す
る
概
念
と
す
る
解
釈
を
と
っ
て
い
る
諸
国
が
存
在
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
領
土
保
全
原
則
の
解
釈
は
、
条
約
お
よ
び
国
際
文
書
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
友
好
関
係
原
則
宣
言
、
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ

パ
リ
憲
章
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
状
況
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
宣
言
、
欧
州
民
族
的
少
数
者
保
護
枠
組
条
約
お
よ
び
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る

国
際
連
合
宣
言
と
い
っ
た
国
際
文
書
お
よ
び
ケ
ベ
ッ
ク
分
離
問
題
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
諮
問
意
見
等
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
領
土

保
全
原
則
に
関
し
て
、
既
存
国
家
が
国
内
の
す
べ
て
の
人
民
の
自
決
権
お
よ
び
人
権
を
尊
重
し
、
す
べ
て
の
人
民
を
代
表
す
る
政
府
が
存
在

す
る
と
い
う
条
件
を
満
た
し
た
国
家
の
領
土
的
現
状
を
保
護
す
る
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
お
り
、以
上
の
条
件
を
満
た
し
た
国
家
に
お
い
て
は
、

領
土
保
全
原
則
は
人
民
の
分
離
権
行
使
を
制
限
す
る
役
割
を
も
つ
原
則
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
国
際
社
会
の
実
行
を
自
決
権
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
人
民
の
所
属
国
家
が
以
上
の
条
件
を
満
た
す
限
り
、
当
該
国
家
の
領
土
保
全

原
則
に
優
先
的
な
保
護
が
与
え
ら
れ
る
。し
か
し
自
国
の
集
団
に
対
す
る
深
刻
な
人
権
侵
害
行
為
が
国
家
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、

集
団
の
自
決
権
が
当
該
国
家
の
領
土
保
全
に
優
先
さ
れ
、集
団
に
よ
る
分
離
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
解
釈
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

領
土
保
全
原
則
の
意
味
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
、
領
土
保
全
原
則
は
一
般
的
な
場
合
に
は
国
家
の
み
な
ら
ず
国
家
内
部
の
集
団
に
も

七
三
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範
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適
用
さ
れ
る
原
則
と
な
る
。
他
方
、
所
属
国
家
か
ら
分
離
独
立
す
る
以
外
に
は
有
効
な
救
済
手
段
が
な
い
程
度
に
集
団
に
対
し
て
重
大
な
人

権
侵
害
を
行
っ
た
国
家
に
関
し
て
は
、
領
土
保
全
原
則
は
適
用
さ
れ
ず
、
そ
の
領
土
的
現
状
の
維
持
は
支
持
さ
れ
な
い
。
実
際
に
領
土
保
全

原
則
が
そ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
、
ま
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
実
行
だ
け
で
は
十
分
実
証

さ
れ
た
と
は
言
え
ず
、
今
後
の
国
際
社
会
の
実
行
を
通
じ
て
さ
ら
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
１
）　E

xpert O
pinion prepared in 1992 upon request of the G

overnm
ent of Q

uebec: T.M
. F

ranck, R
. H

iggins, A
. P

ellet, M
.N

. Shaw
 and C

. Tom
shcat, 

“T
he Territorial Integrity of Q

uebec in the E
vent of the A

ttainm
ent of Sovereignty, ” A

dvisory O
pinion of the Suprem

e C
ourt of C

anada, R
eference 

by th
e G

overn
or-G

en
eral con

cern
in

g C
ertain

 Q
u

estion
s relatin

g to th
e S

ecession
 of Q

u
ebec from

 C
an

ad
a 

（h
erein

after cited
 as “R

eferen
ce re 

Secession of Q
uebec,”

）, 1998, para.2.16.

（
２
）　

領
土
保
全
原
則
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
非
植
民
地
化
以
後
の
自
決
権
の
意
味
（
二
）―

分
離
を
め
ぐ
る
国
際
社
会
の
対
応
を
追
っ
て―

﹂﹃
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
﹄
第

三
一
巻
一
号
一
九
九
〇
年
、
同
﹁
領
土
保
全
原
則
の
現
在
﹂
国
際
法
学
会
編
﹃
日
本
と
国
際
法
の
一
〇
〇
年
Ⅱ
陸
・
空
・
宇
宙
﹄
三
省
堂
二
〇
〇
一
年
三
三

－

六
二
ペ
ー
ジ
、

参
照
。

（
３
）　

拙
稿
﹁
コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際
法―

Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
要
請
を
素
材
と
し
て―

（
二
）﹂﹃
同
志
社
法
学
﹄
第
六
二
巻
三
号
二
〇
一
〇
年
、
参
照
。

（
４
）　International C

ourt of Justice A
dvisory O

pinion, A
ccordance w

ith International L
aw

 of the U
nilateral D

eclaration of Independence in R
espect of 

K
osovo, 22 July 2010 （hereinafter cited as “IC

J A
dvisory O

pinion on K
osovo”

）, para.80.

（
５
）　Jam

es C
raw

ford, “R
esponse to E

xperts R
eport of the A

m
icu

s C
u

ria
e,” E

xpert O
pinions A

ccom
panying the A

ttorney G
eneral’s R

eply F
actum

, 

R
eference re Secession of Q

uebec, 1998, para.6.

（
６
）　

こ
れ
に
対
し
て
ケ
ベ
ッ
ク
州
政
府
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
ア
ビ-

サ
ー
ブ
報
告
書
は
、
領
土
保
全
は
国
家
間
関
係
だ
け
に
適
用
さ
れ
、
国
際
法
主
体
で
は
な
い
人
民
集
団
は

国
際
法
で
あ
る
領
土
保
全
原
則
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
と
す
る
対
立
す
る
見
解
を
示
し
て
い
た
（R

eport by G
eorge A

bi-Saab, “T
he E

ffectivity R
equired of an E

ntity 

that D
eclares its Independence in O

rder for it to be C
onsidered a State in International L

aw
,” E

xpert O
pinions A

ccom
panying the A

m
icu

s C
u

ria
e’s 

F
actum

, R
eference re Secession of Q

uebec,1998, para.73

）。
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範
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同
志
社
法
学　

六
四
巻
三
号�

二
六
三

（
７
）　T

heodore C
hristakis, L

e d
roit à

 l’a
u

tod
éterm

in
a

tion
 en

 d
eh

ors d
es situ

a
tion

s d
e d

écolon
isa

tion
 ,1999, P

aris, 177-236.
（
８
）　

主
権
と
領
土
保
全
尊
重
は
現
代
国
際
法
の
基
本
原
則
で
あ
り
、
国
家
の
領
土
保
全
を
支
持
し
て
い
る
と
い
う
の
が
国
際
法
の
真
実
で
あ
る
（IC

J A
dvisory O

pinion on 

K
osovo,D

issenting O
pinion of Judge K

orom
a, paras.20-23

）。

（
９
）　R

obert M
uharrem

i, “A
 N

ote on the IC
J A

dvisory O
pinion on K

osovo,” 11 （8

） G
erm

a
n

 L
a

w
 Jou

rn
a

l, 2010, 878; C
edric R

yngaert, “O
pinion IC

J 

Involving Q
uestions of P

ublic International L
aw

 the IC
J’s A

dvisory O
pinion on K

osovo’s D
eclaration of Independence:  A

 M
issed O

pportunity?” 57 

N
eth

erla
n

d
s In

tern
a

tion
a

l L
a

w
 R

eview
, 2010, 491.

（
10
）　T

heodore C
hristakis, “T

he IC
J A

dvisory O
pinion on K

osovo: H
as International L

aw
 Som

ething to Say about Secession?” 24 L
eid

en
 Jou

rn
a

l of 

In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, 2011, 84-86; O
livier C

orten
, “T

erritorial In
tegrity N

arrow
ly In

terp
reted

: R
eassertin

g th
e C

lassical In
ter-S

tate P
arad

igm
 of 

International L
aw

,” 24 L
eid

en
 Jou

rn
a

l of In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, 2011, 87-88; Jam
es C

raw
ford, T

h
e C

rea
tion

 of S
ta

tes in
 In

tern
a

tion
a

l L
a

w
, 2nd 

ed., O
xford, O

U
P, 2006, 384-390; D

ragan G
ajin, A

sim
 Jusić “IC

J on the L
egality of K

osovo’s  D
eclaration of Independence: A

nalysis and L
egal and 

P
olitical Im

plications,” http://ssrn.com
/abstract=1742250, 4.

（
11
）　

北
キ
プ
ロ
ス
に
つ
い
て
は
ト
ル
コ
に
よ
る
武
力
介
入
が
キ
プ
ロ
ス
に
対
す
る
領
土
保
全
侵
害
行
為
と
み
な
さ
れ
た
（
安
保
理
決
議
五
四
一
（
一
九
八
三
））。

（
12
）　e.g.,G

A
 R

es. 47/9, 28 O
ctober 1992 （C

om
ores

） ; A
rt. 46

（1

）, G
A

 R
es. 61/295, U

nited N
ations D

eclaration on the R
ights of Indigenous P

eoples, 13 

Septem
ber 2007.

（
13
）　International C

rim
inal C

ourt Statute, A
rt. 8

（3
）; F

ram
ew

ork C
onvention for the P

rotection of N
ational M

inorities, A
rt. 21.

（
14
）　e.g.,E

uropean C
harter on R

egional or M
inority L

anguages, A
rt. 5.

（
15
）　SC

 R
es.146

（1960

）. 

同
様
の
規
定
は
、一
九
六
〇
年
九
月
二
〇
日
に
採
択
さ
れ
た
国
連
総
会
決
議
一
四
七
四
（
Ｅ
Ｓ

－

Ⅳ
）
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
⒜
で
も
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　K

atangese P
eoples’ C

ongress v. Z
aire, A

frican C
om

m
ission on H

um
an and P

eoples’ R
ights, C

om
m

. N
o. 75/92 （1995

）.

（
17
）　IC

J A
dvisory O

pinion on K
osovo, Separate O

pinion of Judge Yusuf, para.14.

（
18
）　

マ
イ
ヨ
ッ
ト
島
に
関
し
て
、
国
連
総
会
は
一
九
七
三
年
以
降
ほ
ぼ
毎
年
、
同
島
を
含
む
コ
モ
ロ
の
統
一
と
領
土
保
全
尊
重
の
必
要
性
を
確
認
す
る
決
議
を
採
択
し
て
い
る
。

一
九
八
三
年
一
一
月
二
一
日
、
国
連
総
会
決
議
三
八
／
一
三
に
お
い
て
﹁
コ
モ
ロ
・
イ
ス
ラ
ム
連
邦
共
和
国
の
マ
イ
ヨ
ッ
ト
島
に
お
け
る
主
権
を
再
確
認
﹂（
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
）

し
て
い
る
。
一
九
九
二
年
一
〇
月
二
七
日
に
は
、
総
会
決
議
四
七
／
九
が
﹁
コ
モ
ロ
・
イ
ス
ラ
ム
連
邦
共
和
国
の
マ
イ
ヨ
ッ
ト
島
に
お
け
る
主
権
を
再
確
認
﹂（
第
一
パ
ラ
グ

ラ
フ
）し
、フ
ラ
ン
ス
政
府
に
マ
イ
ヨ
ッ
ト
島
の
コ
モ
ロ
へ
の
実
効
的
か
つ
迅
速
な
返
還
を
保
証
す
る
よ
う
に
コ
モ
ロ
政
府
と
の
交
渉
プ
ロ
セ
ス
促
進
を
要
請（
パ
ラ
グ
ラ
フ
二
）

七
三
九
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し
た
。
二
〇
〇
九
年
三
月
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
海
外
自
治
体
か
ら
フ
ラ
ン
ス
海
外
県
へ
の
地
位
変
更
が
住
民
投
票
に
よ
り
採
択
さ
れ
、
コ
モ
ロ
政
府
お
よ
び
国
際
社
会
は
フ
ラ
ン

ス
に
よ
る
支
配
継
続
に
反
対
し
て
い
る
が
、
事
実
上
、
マ
イ
ヨ
ッ
ト
島
で
は
コ
モ
ロ
に
よ
る
統
治
は
及
ん
で
い
な
い
（Sim

on M
assey and B

ruce B
aker, “C

om
oros: 

E
xternal Involvem

ent in a Sm
all Island State,” P

rogram
m

e P
aper A

F
P

 2009/1, p.13

）。

（
19
）　Iain W

alker, “W
hat C

am
e F

irst, T
he N

ation or the State? P
olitical P

rocess in the C
om

oro Islands,” 77 （4

） Africa
, 2007, 585-590.

（
20
）　C

hristakis, su
p

ra
 note 7, 231.

（
21
）　O

A
U

 C
ouncil of M

inisters, C
M

/D
E

C
. 405 （L

X
V

III

）; D
O

C
 C

M
/2062 （L

X
V

III

）, June 1998.

（
22
）　A

nneke G
alam

a, “T
he C

om
ores: Independence or B

ack to C
olonial T

im
es?” Searching for P

eace in A
frica, 1999.

（
23
）　

同
会
議
開
催
が
待
た
れ
て
い
た
一
〇
月
二
六
日
、
ア
ン
ジ
ュ
ア
ン
島
で
は
コ
モ
ロ
か
ら
の
分
離
独
立
の
意
思
を
問
う
住
民
投
票
が
一
方
的
に
実
施
さ
れ
、
九
九
・
八
八
％
が

分
離
を
支
持
す
る
結
果
と
な
っ
た（Terhi L

ehtinen, “T
he Secessionist C

rises on the C
om

oros Islands,” w
w

w
.conflicttransform

.net/C
om

oros.pdf., p.59

）。

（
24
）　L

ehtinen, su
p

ra
 note 23, 63.

（
25
）　D

epartm
ent of International R

elations and C
ooperation, R

epublic of South A
frica, “South A

frica’s O
A

U
-m

andated role in respect of the F
ederal 

Islam
ic R

epublic of the C
om

oros current status of conflict and involvem
ent of international com

m
unity ,” 13 F

ebruary, 2004.

（
26
）　C

hristakis, su
p

ra
 note 7, 231; id

em
, su

p
ra

 note 10, 73-86.

（
27
）　

一
九
九
九
年
一
〇
月
二
五
日
、
紛
争
防
止
の
た
め
の
Ｏ
Ａ
Ｕ
メ
カ
ニ
ズ
ム
中
央
機
関
（C

entral O
rgan of the O

A
U

 M
echanism

 for C
onflict P

revention

）
決
議
、

二
〇
〇
二
年
六
月
紛
争
防
止
の
た
め
の
Ｏ
Ａ
Ｕ
メ
カ
ニ
ズ
ム
中
央
機
関
決
議E

X
/C

L
/42 

（III

）、
同
年
七
月
紛
争
防
止
の
た
め
の
Ｏ
Ａ
Ｕ
メ
カ
ニ
ズ
ム
中
央
機
関
決
議C

M
/

D
ec. 664 （L

X
X

V
I

）、
二
〇
〇
八
年
四
月
三
〇
日
、
Ａ
Ｕ
平
和
・
安
全
保
障
理
事
会
（P

eace and Security C
ouncil/ P

SC

）
決
議 P

SC
/P

R
/2 （C

X
X

IV

）
等
。

（
28
）　Sim

on M
assey and B

ruce B
aker, “C

om
oros: E

xternal Involvem
ent in a Sm

all Island State,” P
rogram

m
e P

aper A
F

P
 2009/1, p.5; E

m
m

a Svensson, 

“T
he A

frican U
nion ’s O

perations in the C
om

oros M
A

E
S and O

peration D
em

ocracy, ” F
O

I, Sw
edish D

efence R
esearch A

gency R
eport N

o. F
O

I-R
--

2659--SE
, 2008, p.21.

（
29
）　S/R
E

S/787,16 N
ovem

ber, 1992.

（
30
）　IC

J A
dvisory O

pinion on K
osovo, M

alcolm
 N

.Shaw
, Serbia, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/24, para.9.

（
31
）　

国
際
司
法
裁
判
所
勧
告
的
意
見
で
は
、
同
決
議
に
言
及
し
、
前
述
の
と
お
り
、
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
の
分
離
独
立
が
非
難
さ
れ
た
の
は
、
独
立
宣
言
が
な
さ
れ
た
時
点
で
違

法
な
武
力
行
使
ま
た
は
そ
の
他
、
こ
と
に
強
行
規
範
と
さ
れ
る
一
般
国
際
法
規
範
の
重
大
な
違
反
を
伴
う
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
由
で
あ
り
、
独
立
宣
言
の
一
方
的
性
格
そ

七
四
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四
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二
六
五

れ
自
体
が
理
由
で
は
な
い
（
同
意
見
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
一
）
と
み
な
し
て
い
る
。

（
32
）　

同
合
意
に
は
当
事
者
と
し
て
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
中
央
政
府
と
並
び
、
二
主
体
の
う
ち
の
一
方
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
連
邦
が
署
名
し
て
お
り
、
ま
た

同
付
属
書
で
は
モ
ス
タ
ル
市
の
二
市
長
と
Ｅ
Ｕ
行
政
官
が
署
名
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
セ
ル
ビ
ア
は
勧
告
的
意
見
手
続
に
お
い
て
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
を

構
成
す
る
非
国
家
主
体
も
領
土
保
全
原
則
尊
重
の
義
務
が
課
さ
れ
る
と
捉
え
て
い
る
（IC
J A

dvisory O
pinion on K

osovo, Serbia, W
ritten Statem

ent, para. 452

）。

（
33
）　

安
保
理
決
議
一
七
八
五
（
二
〇
〇
七
）
旧
ユ
ー
ゴ
に
お
け
る
紛
争
の
政
治
的
解
決
と
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
国
境
内
部
で
の
す
べ
て
の
国
家
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
の
保

存
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
再
確
認
し
て
い
る
（
前
文
パ
ラ
グ
ラ
フ
二
）。

（
34
）　L

etter dated 13 N
ovem

ber 2008 from
 the Secretary-G

eneral to the P
resident of the Security C

ouncil , S/2008/705, para. 93.

（
35
）　V

iet N
am

, S
/P

V.6033 p
.16; C

roatia, S
/P

V.6033, p
.19; F

ran
ce, S

/P
V.6033, p

.9; U
S

A
, S

/P
V.6033, p

.10; U
K

, S
/P

V.6033, p
.12; Italy, S

/P
V.603, p

.11; 

C
hina, S/P

V.6033, p.16.

（
36
）　S/P

V.6529, 9 M
ay 2011, p.3.

（
37
）　South A

frica, S/P
V.6529, p.5.

（
38
）　P

ortugal, S/P
V.6529, p.11; C

hina, S/P
V.6529, p.13; L

ebanon, S/P
V.6529, p.14; E

U
, S/P

V.6529, p.17; T
urkey, S/P

V.6529, p.18; C
roatia, S/P

V.6529, p.20.

（
39
）　U

SA
, S/P

V.6529, p.6; U
K

, S/P
V.6529, p.9; G

erm
any, S/P

V.6529, p.10.

（
40
）　S/R

E
S/752 （1992

）, operative paragraph 3; S/R
E

S/757 （1992

）, pream
ble; S/R

E
S/770 （1992

）, pream
ble; S/R

E
S/787

（1992

）, pream
ble and operative 

paragraph 3; S/R
E

S/819 

（1993

）, pream
ble; S/R

E
S/824 

（1993

）, pream
ble; D

ecision of 6 A
pril 1993 

（3194th m
eeting

）; C
hapter X

II , R
epertory of 

P
ractice of U

nited N
ations O

rgans, Supplem
ent, 1989-1992.

な
お
、
隣
接
国
に
よ
る
す
べ
て
の
形
態
の
干
渉
、
領
土
分
断
政
策
、
民
族
浄
化
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
ま
た

は
人
権
侵
害
政
策
に
よ
る
国
際
的
ま
た
は
国
内
的
境
界
線
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
行
為
を
領
土
保
全
侵
害
行
為
と
し
て
非
難
す
る
決
議
も
採
択
さ
れ
て
い
る
（S/R

E
S/752 

（1992

）, para. 3; S/R
E

S/757

（1992

）, para.4 of the pream
ble

）。

（
41
）　C

uba, S/P
V.3009, p. 37; U

S, S/P
V.3009, p. 60; L

ithuania, S/P
V.3137, pp. 34-35; A

zerbaijan, S/P
V.3137, pp. 45-47; G

reece, S/P
V.3137, p. 94.

（
42
）　IC

J A
dvisory O

pinion on K
osovo, D

issenting O
pinion of Judge K

orom
a, paras.2-9.

（
43
）　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
採
択
の
時
点
で
Ｆ
Ｒ
Ｙ
は
コ
ソ
ボ
に
お
い
て
完
全
な
主
権
を
行
使
し
て
お
り
、
安
保
理
に
も
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
も
Ｆ
Ｒ
Ｙ
を
分
断
し
た
り
領
土
保
全
を
侵

害
し
た
り
す
る
権
利
は
な
い
（IC

J A
dvisory O

pinion on K
osovo, D

issenting O
pinion of Judge Skotnikov, paras.10-18

）。

（
44
）　
﹁
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
を
規
定
し
て
い
る
。
同
決
議
は
領
土
が
国
連
統
治
下
に
置
か
れ
た
結
果
と
し
て
非
国
家
主
体
も
拘
束
す
る
（IC

J A
dvisory 

七
四
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O
pinion on K

osovo, D
issenting O

pinion of Judge B
ennouna, paras.37-69

）。

（
45
）　N

etherlands, S/P
V.4011,10 June 1999, p.12.

（
46
）　F

ederal R
epublic of Yugoslavia （F

R
Y

）, S/P
V.4011, pp.3-6.

（
47
）　R

ussian F
ederation, S/P

V.4011,p.7.

（
48
）　C

hina, S/P
V.4011,pp.8-9.

（
49
）　A

rgentina, S/P
V.4011,p.19.

（
50
）　

同
声
明
書
（P

osition of the R
epublic of Serbia C

oncerning the A
dvisory O

pinion

）
は
﹁
二
〇
一
〇
年
七
月
二
二
日
に
国
際
司
法
裁
判
所
が
付
与
し
た
勧
告
的

意
見
に
関
す
る
セ
ル
ビ
ア
の
立
場
﹂（A

/64/876, w
w

w
.un.int/serbia/Statem

ents/76.pdf.

）
と
題
す
る
も
の
で
、
そ
の
要
旨
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　

裁
判
所
は
同
質
問
に
関
し
て
狭
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
、
結
果
と
し
て
プ
リ
シ
ュ
チ
ナ
の
主
張
で
あ
る
コ
ソ
ボ
州
が
国
家
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
、
ま
た
コ
ソ
ボ
の
一
方

的
独
立
宣
言
が
特
別
の
事
例
（unique case

）
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
認
め
て
い
な
い
。
さ
ら
に
裁
判
所
は
コ
ソ
ボ
州
が
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
か
ら
分
離
す
る
権
利
を
肯
定
し

て
も
い
な
い
。
一
方
的
独
立
宣
言
の
法
的
帰
結
を
扱
う
こ
と
も
な
く
、
第
三
国
に
よ
る
コ
ソ
ボ
承
認
の
法
的
効
果
の
有
効
性
を
扱
っ
て
も
い
な
い
（para.1

）。

　
　
　

裁
判
所
は
コ
ソ
ボ
の
地
位
が
ま
だ
解
決
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
肯
定
し
た
（para.3

）。

　
　
　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
お
よ
び
コ
ソ
ボ
憲
法
枠
組
は
拘
束
力
を
有
し
、
か
つ
適
用
は
継
続
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
（
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
最
高
責
任
者
）
国
連
事
務
総
長
特
別
代
表

に
も
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
留
意
す
れ
ば
、
コ
ソ
ボ
州
は
国
際
レ
ジ
ー
ム
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
最
終
的
地
位
は
未
定
の
ま
ま
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
独
立

主
権
国
家
で
は
な
い
（para.4

）。

　
　
　

同
事
項
は
決
着
し
て
お
ら
ず
、
総
会
の
検
討
事
項
に
属
し
て
い
る
、
総
会
で
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
従
っ
て
、
国
連
加
盟
国
、
す
な
わ
ち
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
お
よ
び
主
権
を

明
ら
か
に
侵
害
す
る
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
承
認
（
付
与
国
）
を
増
加
す
る
よ
う
な
早
ま
っ
た
判
断
を
す
べ
き
で
は
な
い
（para.5

）。

　
　
　

分
離
の
一
方
的
企
て
は
決
し
て
自
動
的
に
承
認
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
我
々
の
強
い
確
信
で
あ
る
（para.7

）。

　
　
　

以
上
の
理
由
に
よ
り
、一
方
的
独
立
宣
言
か
ら
生
じ
た
主
要
な
問
題
に
つ
い
て
は
勧
告
的
意
見
付
与
以
後
も
回
答
さ
れ
て
い
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（para.8

）。

（
51
）　D

raft R
esolution on A

genda Item
 77 of the Sixty-F

ourth Session of the G
eneral A

ssem
bly: R

equest for an A
dvisory O

pinion of the International 

C
ourt of Justice on W

hether the U
nilateral D

eclaration of Independence of K
osovo is in A

ccordance w
ith International L

aw
, A

/64/L
.65, 27 July 

2010 .

（
52
）　

勧
告
的
意
見
に
お
い
て
セ
ル
ビ
ア
に
不
利
な
判
断
が
示
さ
れ
、
ま
た
総
会
に
お
い
て
は
セ
ル
ビ
ア
決
議
案
が
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
セ
ル
ビ
ア
は
国
際
的
に
孤
立

七
四
二
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し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
（M

arc W
eller, “M

odesty C
an B

e a V
irtue: Judicial E

conom
y in the IC

J K
osovo O

pinion?” 24 L
eid

en
 Jou

rn
a

l of In
tern

a
tion

a
l 

L
a

w
, 2011, 145

）。

（
53
）　U

N
 D

oc. A
/64/L

.65/R
ev.1, 8 Septem

ber, 2010.

（
54
）　A

/R
E

S/64/298, 9 Septem
ber, 2010.

（
55
）　Serbia, S/P

V.6367, 3 A
ugust 2010, p.6, p.11.

（
56
）　V

enezuela, S/P
V.6367, p.2.

（
57
）　

ガ
ボ
ン
は
﹁
セ
ル
ビ
ア
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
尊
重
の
た
め
の
ア
ピ
ー
ル
を
繰
り
返
す
。
こ
れ
ば
国
際
法
を
通
じ
て
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
発
言
し
た
（G

abon, 

S/P
V.6367, p.21

）。

（
58
）　

ロ
シ
ア
は
﹁
コ
ソ
ボ
の
一
方
的
独
立
宣
言
を
承
認
し
な
い
と
い
う
立
場
に
変
化
は
な
い
こ
と
を
再
確
認
す
る
。
継
続
し
て
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
お
よ
び
主
権
を
擁
護
す
る
﹂

と
発
言
し
た
（R

ussia, S/P
V.6367, p.23

）。

（
59
）　

中
国
は
﹁
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
尊
重
が
今
日
の
国
際
法
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
原
則
で
あ
る
と
継
続
的
に
言
い
続
け
て
き
た
。
我
々
は
セ
ル
ビ
ア
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全

を
尊
重
し
、
同
政
府
お
よ
び
人
民
が
そ
の
た
め
に
な
し
た
努
力
を
支
持
す
る
﹂
と
主
張
し
た
（C

hina, S/P
V.6367, p.15

）。

（
60
）　A

zerbaijan, S/P
V.6367, p.2.

（
61
）　B

razil, S/P
V.6367, p.5.

（
62
）　India, U

N
 D

oc. G
A

/10980, 9 Septem
ber 2010, p.5.

（
63
）　Indonesia, ibid

., p.7.

（
64
）　Iran, ibid

.

（
65
）　L

ebanon, S/P
V.6367, p.14.

（
66
）　

英
国
は
﹁
コ
ソ
ボ
の
独
立
、
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
を
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
強
く
支
持
す
る
。
⋮
我
が
国
の
勧
告
的
意
見
の
理
解
は
セ
ル
ビ
ア
と
異
な
る
。
こ
と
に
勧
告
的

意
見
は
先
例
を
創
設
し
な
い
。
コ
ソ
ボ
は
特
別
の
事
例
で
あ
り
、
他
の
地
域
へ
の
分
離
の
ひ
な
型
は
提
供
し
な
い
﹂
と
発
言
し
た
（U

K
, ibid

., p.15

）。

（
67
）　U

S, ibid
., p.4.

（
68
）　T

urkey, ibid
., p.14.

（
69
）　F

rance, ibid
., p.12.
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（
70
）　

な
お
、
領
土
保
全
の
意
味
に
関
連
し
、
コ
ソ
ボ
未
承
認
国
で
あ
る
フ
ィ
ジ
ー
は
総
会
審
議
に
お
い
て
、﹁
非
植
民
地
化
特
別
委
員
会
委
員
と
し
て
、
勧
告
的
意
見
は
慎
重
に

考
慮
す
る
。
国
連
が
目
的
と
し
て
表
明
す
る
人
民
の
自
決
と
領
土
保
全
原
則
の
尊
重
の
間
に
は
紙
一
重
の
差
（a fine line

）
が
確
認
さ
れ
る
﹂
と
発
言
し
て
い
る
（F

iji, 

G
A

/10980

）。

（
71
）　F

ranck, H
iggins, P

ellet, Shaw
 and Tom

shcat, su
p

ra
 note 1, para.3.10.

（
72
）　John D

ugard and D
avid R

aič, “T
he R

ole of R
ecognition in the L

aw
 and P

ractice of Secession,” in M
arcelo G

.K
ohen ed., S

ecession
 In

tern
a

tion
a

l 

L
a

w
 P

ersp
ectives, C

am
bridge, 2006, 105.

（
73
）　

拙
稿
﹁
欧
州
に
お
け
る
民
族
的
少
数
者
保
護
規
準
の
発
展―

効
果
的
参
加
権
・
自
治
・
集
団
と
し
て
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て―

﹂﹃
同
志
社
法
学
﹄
第
五
九
巻
二
号
（
三
二
一
号
）

七
二

－

七
四
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
74
）　R

eport of the International C
om

m
ittee of Jurists, P

rofessor F. L
arnaude, D

ean of the F
aculty of L

aw
 at P

aris; P
rofessor A

. Struycken, C
ouncilor 

of State of the K
ingdom

 of the N
etherlands; P

rofessor M
ax H

uber, L
egal A

dviser of the Sw
iss P

olitical D
epartm

ent; entrusted by the C
ouncil of the 

L
eague of N

ations w
ith the task of giving an advisory opinion upon the legal aspects of the A

aland Islands question, L
eague of N

ations O
fficial 

Journal, Special Supplem
ent N

o. 3, O
ct.1920, pp.3-6.

（
75
）　R

eport subm
itted to the C

ouncil of the L
eague of N

ations by the C
om

m
ission of R

apporteurs, L
eague of N

ations, doc. B
.7. 21/68/106, 1921, p. 4.

（
76
）　F

inland, W
ritten C

om
m

ents, paras.6-11; K
oskenniem

i, F
inland, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/30, para.23.

（
77
）　

コ
ソ
ボ
事
件
勧
告
的
意
見
手
続
に
お
け
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
意
見
書
も
同
趣
旨
の
意
見
を
示
し
て
い
る
（F

inland, W
ritten C

om
m

ents, para.5

）。

（
78
）　A

/C
O

N
F.157/23, 25 June 1993.

（
79
）　G

A
 R

es.50/6, 24 O
ctober 1995, para.1. ﹁

人
種
、
信
条
ま
た
は
皮
膚
の
色
に
よ
る
差
別
な
く
﹂
か
ら
﹁
い
か
な
る
種
類
の
（of any kind

）
差
別
も
な
く
﹂
へ
と
言
い

換
え
ら
れ
て
い
る
他
は
、
友
好
関
係
原
則
宣
言
自
決
原
則
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
全
く
同
文
で
あ
る
。

（
80
）　G

eneral R
ecom

m
endation 21, the right to self-determ

ination, 48th session, 1996, U
.N

. D
oc. A

/51/18, annex V
III at 125, 1996.

（
81
）　IC
J A

dvisory O
pinion on K

osovo, Serbia, W
ritten Statem

ent, para.611.

（
82
）　Special C

om
m

ittee on P
rinciples of International L

aw
 C

oncerning F
riendly R

elations and C
o-operation am

ong States: Sum
m

ary R
ecords of the 

O
ne H

undred and Tenth to O
ne H

undred and F
ourteenth M

eeting held at P
alais des N

ations, G
eneva, 1970, U

N
 D

oc.S/SC
.125/SR

.110-114,p.22.See 

also, IC
J A

dvisory O
pinion on K

osovo,Serbia, W
ritten Statem

ent, paras.607-608; Spain, W
ritten Statem

ent, paras. 23-24.
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（
83
）　

た
だ
し
コ
ソ
ボ
事
件
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
は
、
友
好
関
係
原
則
宣
言
に
関
し
て
セ
ル
ビ
ア
と
同
様
の
解
釈
に
立
つ
裁
判
官
も
あ
る
。
コ
ロ
マ
裁
判
官
反
対
意
見
は
、﹁
友

好
関
係
原
則
宣
言
は
領
土
保
全
と
政
治
的
独
立
の
不
可
侵
原
則
を
掲
げ
て
お
り
、
国
家
の
主
権
と
領
土
保
全
が
自
決
原
則
に
優
先
す
る
こ
と
に
疑
問
を
残
さ
な
い
﹂（IC

J 

A
dvisory O

pinion on K
osovo, D

issenting O
pinion of Judge K

orom
a, paras.20-23

）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
領
土
保
全
原
則
が
分
離
に
対
抗
し
て
国
家
の
領

土
的
現
状
を
維
持
す
る
意
味
を
持
つ
と
捉
え
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
84
）　R

yngaert, su
p

ra
 note 9, 492-493.

（
85
）　

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
非
植
民
地
化
以
後
の
自
決
権
の
意
味
（
三
・
完
）―

分
離
権
を
め
ぐ
る
国
際
社
会
の
実
践
を
追
っ
て―

﹂﹃
東
京
都
立
大

学
法
学
会
雑
誌
﹄
第
三
二
巻
一
号
四
三
六

－

四
四
八
ペ
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